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      総 務 部 長 藤 浪 裕 永    人 事 課 長 森 合 正 人 

      防災安全課長 柚 木 則 夫 

      市民経済部長 磯 貝 浩 二    市 民 課 長 松 下 恵 二 

      商業・観光担当課長 加 藤 大 輔 

      選挙管理委員会事務局長 髙 階 靖 哲 

 



 

案   件 

件 名 審 査 結 果 

１ 所管事務調査について 了承 

２ 行政視察について 了承 

３ 意見交換会について 了承 

４ 特定事件継続調査の申し出について 了承 

 

協 議 会 

件 名 担 当 課 名 

１ 
内閣府ＳＩＰ 令和７年度前半の取組状況及び後半の取組につい

て 

健幸まちづくり担当 

高齢支援課 

道路交通課 

２ 「多摩市健幸ポイント事業」の実施について 健幸まちづくり担当 

追加１ 
「地域再生計画」（多摩市まち・ひと・しごと創生推進交付金計

画）の認定について 
企画課 

３ 
「地方公共団体情報システムの標準化・共通化」に関する進捗状

況について（報告） 
情報政策課 

４ 「公共施設の使用料設定にあたっての基本方針」の改訂について 行政管理課 

５ 
第１０次行革計画「多摩市行財政マネジメント計画・多摩市ＤＸ

推進計画」における令和６年度の取組状況の報告について 
行政管理課 

６ 東寺方複合施設の整備に向けた進捗状況について 資産活用担当 

７ 

アセットマネジメント計画策定に向けた市民フォーラム「公共施

設のミライ ～ミライへつなごう、みんなの公共施設～」の開催

結果について 

資産活用担当 

８ 「協創」推進の取組みについて 協創推進室 

９ 多摩市地域防災計画の改定について 防災安全課 

10 多摩市一般職の職員の旅費に関する条例等の改正予定について 人事課 

11 法改正に伴う戸籍への振り仮名記載について 市民課 

12 おくやみコーナー開設に向けた検討状況について 市民課 



 

13 
多摩市食プロジェクト「多摩市アイスランド風まちバル」につい

て（報告） 
商業・観光担当 

14 
映画「耳をすませば」公開３０周年記念上映会＆トークショーに

ついて（報告） 
商業・観光担当 

15 「（仮称）多摩市観光まちづくり基本方針」の策定について 商業・観光担当 

16 
多摩市議会議員及び多摩市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の改正について 
選挙管理委員会事務局 
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午前10時01分開議 

○小林委員長 ただいまの出席委員は５名である。定足

数に達しているので、これより総務常任委員会を開会す

る。 

   ―――――――――――――――――――― 

○小林委員長 本日配付された委員会及び協議会の資料は

行政資料室に所蔵している。 

 それでは、これより審査に入る。本日の審査はお手元に

配付した審査案件の順序に沿って進めさせていただく。 

 日程第１、所管事務調査についてを議題とする。 

 この際暫時休憩する。 

午前10時02分休憩 

   ―――――――――――――――――――― 

午前10時03分再開 

○小林委員長 休憩前に引き続き委員会を再開する。 

 休憩中に所管事務調査についてご意見を伺ったところ、

総務常任委員会において、少子高齢化時代におけるまちづ

くり・コミュニティの維持と発展についてを所管事務の調

査事項とすることで意見がまとまった。 

 お諮りする。本委員会は２年間のテーマを所管事務調査

と位置づけることとし、調査事項は、少子高齢化時代にお

けるまちづくり・コミュニティの維持と発展について、調

査目的は、６月16日の総務常任委員会協議会において決定

したとおり、多摩市でも少子・高齢化を背景としたまちづ

くり、コミュニティ形成のための担い手不足が大きな課題

となっており、その影響は地域の自治会町内会や自主防災

組織、コミュニティセンターの運営協議会の体制、民生・

児童委員の不足などにも及んでいる。市が取り組む解消策

である地域協創では、既存の自治会、青少年問題協議会な

どとの関係など課題も多い。これらの状況を踏まえ、市の

所管部署や、地域団体などとのヒアリング・懇談などを通

じて調査・研究していく。調査方法は、委員会での議論・

視察及び意見交換、調査期間は、委員の任期中といたした

いと思う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。では、そのように決

定をする。 

 次に、日程第２、行政視察についてを議題とする。 

 本件について、６月の委員会では、２年間のテーマであ

る少子高齢化時代におけるまちづくり・コミュニティの維

持と発展についてを調査・研究するため視察を実施するこ

と及び視察先や日程等について意見交換を行った。その後

の調整の結果、愛知県名古屋市及び愛知県高浜市へ行政視

察に伺うこととした。 

 よって、委員の派遣について議長に申し出をしたいと思

う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。 

 それでは、別紙の委員派遣承認要求書（案）のとおり、

委員の派遣について、日程は10月23日から10月24日までの

２日間。場所は、23日が愛知県名古屋市、24日が愛知県高

浜市である。目的は、所管事務調査に位置づけた「少子高

齢化時代におけるまちづくり・コミュニティの維持と発展

について」の議論を進めるに当たり、名古屋市の「コミュ

ニティサポーター制度」、高浜市の「まちづくり協議会と

地域担当職員制度」、以上の先進事例について調査するた

めである。経費は約27万円である。以上の内容で、委員の

派遣について議長に申し出をしたいと思う。これにご異議

ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。では、この内容で申

し出することに決した。 

 次に、日程第３、意見交換会についてを議題とする。 

 本件について、今年度の議会報告会または意見交換会に

ついては常任委員会単位で意見交換会を行うことが議会運

営委員会で確認されたことに伴い、多摩市議会基本条例第

15条第３項及び多摩市議会が行う市民意見の把握等に関す

る実施要綱第７条第１項に基づく意見交換会を行うことに

ついて協議したいと思う。 

 それでは、お手元に配付した意見交換会の開催報告及び

委員派遣承認要求書（案）のとおり、意見交換会及び委員

の派遣について確認をする。 

 日時は令和７年10月16日午後２時から、場所は多摩市議

会第１委員会室、対象は多摩市明るい選挙推進委員会、目

的は選挙の投票率向上に係る課題等について意見を聴取す

るため、経費は０円である。以上の内容で、意見交換会の

開催及び委員の派遣について議長に申し出したいと思う。

これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 ご異議なしと認める。では、この内容で申

し出することに決した。 

 この際暫時休憩する。 

午前10時08分休憩 

   ―――――――――――――――――――― 

午前10時09分再開 

○小林委員長 休憩前に引き続き委員会を再開する。 
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日程第４、特定事件継続調査の申し出についてを議題とす

る。 

本件は別紙のとおり申し出ることにしたいと思う。これに

ご異議ないか。 

○小林委員長 ご異議なしと認める。では、そのようにさ

せていただく。 

 この際暫時休憩する。 

午前10時09分休憩 

   ―――――――――――――――――――― 

（協 議 会） 

午前10時09分開議 

○小林委員長 ここで協議会に切り替える。 

 まず協議会番号１番、内閣府ＳＩＰ 令和７年度前半

の取り組み状況及び後半の取り組みについてを議題とす

る。 

 市側の説明を求める。林健幸まちづくり担当部長。 

○林健幸まちづくり担当部長 それでは、１の内閣府Ｓ

ＩＰ 令和７年度前半の取り組み状況及び後半の取り組

みについてということで説明をさせていただく。協議会

の資料１をご覧願う。こちら昨年度から本市において実

証等に協力をしている内閣府の戦略的イノベーション創

造プログラムＳＩＰの取り組みについてご報告するもの

となっている。 

 冒頭まず７ページ目までは、以前も本協議会でご紹介

をしている包摂的コミュニティプラットフォームの構築

の体制などについての記載となっているので、今回ご説

明は割愛させていただければと思う。 

 少しページ数を飛ばさせていただいて、８ページ目か

らご説明できればと思う。まず令和７年度前半の取り組

み状況である。６月に本常任委員会において、令和７年

度前半の取り組みとして市民向けのワークショップ、事

業者向けのデモンストレーション・ヒアリング、また貝

取・豊ヶ丘地域での技術実証を予定している旨ご説明を

していた。 

 まず９ページをご覧願う。６月に諏訪地区市民ホール

と豊ヶ丘地区市民ホールにて市民向けのワークショップ

を開催し、合計17名の方に参加をいただいた。 

 続いて、10ページをご覧願う。ワークショップでは、

外出先やその手段、また移動等における課題を市民の方

からお伺いしている。例えば移動の手段としては徒歩や

バス、自転車といったところが挙げられているほか、行

き先としては、日常的なところとしては徒歩での行き先

として診療所や歯科、郵便局、銀行、地域の施設などが

挙げられた。また行けるなら駅近くまで行きたいといっ

た声もあった。また、下段の課題であるが、費用面とし

てバスやタクシーなどといった他の移動手段における費

用との比較の観点からご意見をいただいているほか、情

報については施設に足を運んで入手しているので、行け

なくなると入手できないといった声もあったところであ

る。 

 続いて、11ページをご覧願う。こちらは７月に実施し

た事業者向けのデモンストレーションやヒアリングでい

ただいたご意見などをまとめたものとなっている。パー

ソナルモビリティということで自動走行のモビリティで

あるが、１、想定される利用対象者・場面、２、解消す

ることができる課題といった表題を記載しているが、そ

ちらに記載があるように、モビリティの利用により自分

の都合で外出がしやすくなるといったご意見をいただい

た。また、３、周知支援・保管・環境・見守り実施、４、

利用形態といったところでは、サービスの提供に当たっ

て事業所の協力が得られる可能性、都度払いで事業者が

利用していきたいといった可能性が見られたところとな

っている。一方で、５、利用上の懸念事項・課題にある

ように、利用料に対する懸念、なかなか利用調整が難し

いのではないか、また右下に「【車両について】乗り心

地、利便性」という記載があるが、こちらで乗降に不安

のある高齢者もいるのではないかといったご意見をいた

だいたところである。また、一番下の部分、声かけロボ

ットについては、好意的なご意見を多くいただき、同様

に料金等に対する声があったところである。 

 続いて、12ページをご覧願う。８月には、走行技術な

どの検証のため貝取・豊ヶ丘地域で技術実証を行った。

スロープや根上がりのある箇所を含め、遊歩道、一般歩

道、団地内の歩道全てのルートで問題なく安全に走行で

きることが確認された。また、午前中は一般の方の試乗

も行い、13名の方にモビリティに試乗いただき、サービ

スに対するご意見をいただいたところである。 

 13ページからは、こうした７年度前半の取り組みを踏

まえた年度後半の取り組み予定を記載している。 

 14ページをご覧願う。本年秋に、サービス実証として

市民の方、コメンテーターにご協力をいただき、また地

域団体と連携し、声かけロボットによる情報発信、モビ

リティでの自宅から目的地までの移動、また必要な方へ

の排尿支援サービスという一連のサービスを実施するサ

ービス実証の取り組みを行いたいと考えている。具体的

には、実施時期の部分の記載にあるように、貝取・豊ヶ
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丘地域において、10月中下旬の10日間で実施したいと考

えている。詳細の日程は調整中であるが、現時点では10

月14日火曜日から23日木曜日の10日間を現状想定してい

るところである。サービス実証による運用上の課題を明

らかにしつつ、これらのサービスによる外出促進の効果

を確認していきたいと考えているところである。 

 15ページをご覧願う。本外出支援サービスの狙いとし

ては、①のところにあるように、人とのつながりによる

地域コミュニティづくりということで、買物や地域活動

へ外出していくといったことのほか、オープンエアでゆ

っくり進む車両ということで、移動中にも地域の方とコ

ミュニケーションを取ってつながりを感じられるかとい

ったところも検証していきたいということである。また、

ワークショップでは駅近くまで行きたいといった声もあ

ったところである。②にあるように、バス停・バスロー

タリーとの接続というところで、駅周辺まで外出しやす

くするといったことを目指す。 

 16ページをご覧願う。今回のサービス実証における走

行場所のイメージをお示ししているところである。商店

街周辺500メートル程度の距離にご自宅がある方にご協力

をいただき、まずご自宅で声かけロボによってお出かけ

の情報を得る。自動走行モビリティを予約いただき、そ

の送迎サービスを利用することで目的地までお出かけを

する。目的地としては、商店街エリアを主に想定してお

り、先ほどもあったようにバスロータリーとの接続によ

りバスでの駅前エリアへの外出も支援したいと考えてい

る。また、ご利用を希望される方には汎用支援サービス

についての貸し出しをするところとなっている。今回の

サービス実証については、まず貝取・豊ヶ丘地域で実施

したいということで調整を進めているが、11月中旬以降

で、これまで疑似実証やワークショップも行ってきた。

買い物エリアでも実施できないかを検討しているところ

である。 

 説明については以上となる。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

池田委員。 

○池田委員 まずワークショップに17名、あと実際13名

の参加、この人数についてはどのように認識されている

のか。多かったのか、もう少し来ていただきたかったの

か、それぞれお答えいただきたいと思う。 

○林健幸まちづくり担当部長 人数についてであるが、

なかなか今までにない取り組みであったという意味では、

少なくとも期待値よりもすごく少ないということではな

かったと考えている。特に後半の試乗というところでは、

歩いている方にも声がけさせていただいたりしながら、

実際当初からそこを目的に来ていなかった方も含めて乗

っていただくような取り組みができたかと思っている。

数としてものすごく多いかと言われるとそういうことで

はないという評価だと思うが、一定程度皆様に関心を持

っていただけたのではないかと考えている。 

○池田委員 この目的は外に出ることを推進していきた

いということであるが、結局は外出がなかなか困難な方

たちにはこういうことをやっているということが多分届

いていないのだろうなということを考えると、多分今現

在はしっかりと外に出ていろいろな活動している方たち

の目に触れてこういうことやっているのだということで、

この13名も17名もそうなのかと思うが、実際には今現在

困っている、あるいは自宅にこもられているという方に

試乗していただいたりご説明したりすることが必要かと

思う。その方のご意見を聞くことが大事ではないかと思

ったときに、試乗をこれから後半戦でやっていくに当た

り、参加していただく方の対象の拡大というお考えはな

いのか。 

○林健幸まちづくり担当部長 ご指摘いただいたように

呼びかけて参加していただく方以外の方にも参加してい

ただく必要があるということである。今回のサービス実

証自体は、５名とそれほど数も多くない形で実施してい

たところではあるが、この５名の方を探していく中でも、

声をかけるだけではなく、例えば各商店街エリアの事業

者さんからご紹介いただくといった人と人のつながりの

ようなところからご協力いただける方を探すようなこと

も含めてやっていきたいとも話をしており、そういう方

に届けるのがなかなか難しいというのは我々としても承

知をしているところではあるが、市としても広く周知し

ていくことに今後も尽力していきたいと思う。 

○池田委員 そういう方が本当に便利であり乗ってみた

いと思うことが大事だと思う。そういった方のご意見を

聞くチャンスであり、こちらからも幅広くお声がけをす

ることが大事ではないかと思う。あと今後永山エリアで

もやっていきたいというご説明があったが、永山エリア

は今ニュータウン再生が進んでいく中で、その兼ね合い

もあると思う。まちがどうなっていくのかということに

関してこの実験も影響があるかと思うので、その辺の考

え方について最後伺っておきたいと思う。 

○林健幸まちづくり担当部長 ニュータウンエリアの開

発とは直接関係しないかもしれないが、永山エリアにつ
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いては直接駅に行くようなもう少し長距離のルートも含

めて検証していきたいという話があり、都市開発の体制

とも関連しながら、ルートを設定していくに当たり、例

えば行き場所等についても、そういったところとも連携

しながら進めていきたいと考えている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。いぢち委員。 

○いぢち委員 今回はあくまでモビリティの移動のとこ

ろでの実験であったかと思うが、実際の生活の中で乗せ

ていくためには、予約をし、そこからバス停なり目的地

まで移動する、そこで何らかの用を足す時間があるわけ

であり、そして帰るというときに、どうやって予約して、

どのように待ち合わせをしてというような、本当にメカ

ニックの部分だけではない様々な実験や課題があるので

はないかと思う。そういったところも含めて、今後どの

ように実装に向けての段取りなりスケジュールなりを考

えておられるのか、現時点でおわかりになるところをお

願いする。 

○林健幸まちづくり担当部長 ご指摘いただいたように

単純に走るだけではなく、どうやって予約をしていただ

いて、どうやって利用に結びつくかみたいなところが大

事になってくるかと思う。今回のサービス実証では、実

はアプリからの予約も技術的にはできるそうであるが、

まずは電話で予約してもらうような仕組みで予定をして

いる。ただ、初めてであるので、最初にかなり丁寧にご

説明をさせていただき、実際の利用予定を一定聞き取る

中で、モビリティをこういうところで利用したらどうか

という提案をさせていただくことになるかと考えている。

中でも社会実装に向けては、どういったところに使うに

当たってちゅうちょが出てくるのかどうかも注視してい

くような形になると思うので、そういったものをどう解

消していくのかが今後の課題になってくるかと思う。ま

た、今回技術的な課題の抽出を中心としているため台数

が１台であるが、今回のサービス実証を踏まえ、次年度

以降はもう少し台数をふやし、少しずつ規模を大きくし

ていくことでより社会実装に近づけていくというような

方向性で現状考えているところである。 

○いぢち委員 本当に今出ていない、見えていないよう

なものがこれから実装に向けて様々出てくると思うので、

それを含めて、私たちも期待しているところであるので、

スケジュール的にはなるべく早くお願いしたいと思う。

今回に続いて次回の豊ヶ丘・貝取、また永山ということ

であるが、この中の指摘にもあったが、ご承知のとおり

多摩ニュータウンあるいは多摩市は縦移動の課題がかな

り大きい。もちろん多摩市だけではなく、いろいろな条

件が各地域あると思うが、そういったことも含めて技術

的な意味での課題の洗い出しは現時点でどのくらいにな

っているのか。 

○林健幸まちづくり担当部長 現状このモビリティサー

ビスを動かしていくに当たっては、技術的な部分だけで

はなく、地域の各事業者さんや団体との協力も必要とな

っている部分があり、これまで様々ワークショップなど

を重ねてきたという部分で、引き続き本地域で今回実装

を行うというところになっている。まだ地域的には限定

されており、現時点ではそのほかの地域に広く普及して

いるような状態ではないが、ここからスタートして広げ

ていきたいということで考えている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。いいじま委員。 

○いいじま委員 一般質問でも質問させていただいたが、

現在課題の抽出中ということだった。課題を全て抽出し

てそれからというのではなかなか時間がかかることであ

り、課題を洗い出しながらも同時並行で実際に実装して

いくという考えも大事ではないかと思うが、その点はい

かがか。 

○林健幸まちづくり担当部長 いただいたように、並行

してということも十分あり得るところかと思っている。

現時点ではまだ１台であり、社会実装に向けてはまだ少

し距離があるかという状態ではあるが、完全に課題を抽

出し切るということではないと、こちらとしても考えて

いるところである。 

○いいじま委員 今回は内閣府のプログラムで基礎研究

から社会実装までを見据えて一気通貫で研究開発を推進

する取り組みということである。社会実装まで見据えて

ということであるが、端的にいつごろ実装する予定でお

られるのか、もしあればお聞きしたいと思う。 

○林健幸まちづくり担当部長 現時点で具体的にいつな

のかはっきりしたところは申し上げられない状態ではあ

るが、ＳＩＰのこの研究のプログラム自体が全体で５年

間で今３年目に当たっているので、その５年のところで

一定何かしら、どこを見据えて今後行くのかを一つ出し

ていくことになるのではないかと思っている。 

○いいじま委員 いつだというのはなかなか言いにくい

ところだと思う。林部長も今回来られたばかりで大変か

と思うが、健幸まちづくりは庁内全体で取り組むという

ことであるので、ぜひ林部長を中心に、全庁の皆さんも

しっかり協力してこの取り組みに当たっていただきたい

と思う。その点をお聞きして終わりたいと思う。 
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○林健幸まちづくり担当部長 ご指摘いただいたように

本事業は健幸まちづくり担当ということで取りまとめさ

せていただいているが、都市環境とか高齢者、そういっ

た様々な分野にまたがる課題ということで関連部署と連

携しながら現在も取り組んでおり、引き続き連携しなが

ら取り組んでいきたいと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項の２番、「多摩市健幸ポイント事業」

の実施についてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○林健幸まちづくり担当部長 続いて、協議会案件の２、

「多摩市健幸ポイント事業」の実施についてご説明する。

協議会の資料２は２種類あり、一つ目が文字のもの、も

う一つが事業のチラシのカラーのものである。１つ目の

文字の資料を中心にご説明させていただければと思うが、

今回アプリを使用したものとなっており、アプリイメー

ジなどは、チラシを見ていただくとイメージが湧くかと

考えている。 

 それでは、まず１、目的からご説明できればと思う。

昨年度こちらでもご報告させていただいているとおり、

健幸ポイント事業の試行実施をした。そちらの結果を踏

まえ、令和７年10月から本格実施を予定している。高齢

期においても健康で生き生きとした生活を送るため、高

齢者や40代以上の健康無関心層を主なターゲットとして、

今回スマートフォンアプリを活用し、ウオーキング等の

運動など、市の健診やイベントへの参加、いわゆる健康

的な行動に対してポイントを付与し、それに対して市内

で利用できる特典を付与することで健康的な行動や意識

づけを促し、健康寿命の延伸や健康増進を図りたいとい

うものである。 

 ２、概要であるが、10月の１日からアプリの開始をす

る。利用アプリはＮＥＣの健康ポイントサービス「Ｗｏ

ＬＮ（ウォルン）」というものになる。こちらの中で多

摩市の専用サービスということで「ＴＡＭＡるんるん♪」

を選んでいただくことで利用開始ができる。アプリ上で、

歩数の記録、健診の受診、市のイベント参加といった健

康的な行動に対して健幸ポイントを付与する。一定のポ

イントをためると抽せんに応募いただけ、その特典とし

て市内店舗で利用できるａｕＰＡＹクーポンを配布した

いと考えている。また、一定の要件を満たす市内在住者

については、ウェアラブル端末・体組成計を貸与し、こ

ちらで歩数といったものがアプリと自動的に記録が連動

するようになっており、生活記録の自動化をサポートす

ることで習慣化を促進したいと考えている。こちらは９

月の補正予算のほうで対応させていただくというものに

なっている。 

 (2)であるが、参加対象者ということで、多摩市に在

住・在勤・在学の18歳以上の方を対象とし、こちらはア

プリをダウンロードいただくことでどなたでも無料で参

加いただくことができる。また、アプリの利用情報、ア

プリ開始時や抽せんの応募時期などにアンケートを実施

し、その匿名データを事業者から提供いただくことで事

業効果の確認や令和８年度以降の改善につなげていきた

いと考えている。 

 ３、事業内容であるが、アプリの主な機能についてで

ある。チラシのほうをご覧いただくとわかりやすいかと

思うが、「保有ポイント」という欄があり、ポイントを

ためていく機能がある。また、大きく歩数の記録を表示

するところがあり、こちらはスマートフォン内で歩数計

測アプリ等々を入れていただくと連携して自動入力可能

で、スマートフォンを持って歩いていただくと自動で歩

数の記録がされていくような形になっている。また、ウ

オークラリーやバーチャルウオークといったような歩く

ことを促進するような機能が幾つかあるところである。

もう一つ、マイナポータル情報の連携といった機能があ

り、こちらは当該機能を利用することに同意した場合の

みとなるが、マイナポータルと連携することで医療保険

情報をアプリ上で取得し参照するといったことができる。 

 また、その取得した情報で健康診断の未来予測が、利

用者については可能となるところである。市としては、

匿名加工したビッグデータを来年度以降分析して活用し

ていきたいと考えている。ポイントを付与する構造であ

るが、歩数の記録というところで、１日の歩数が多けれ

ば多いほどポイントがたまるような仕組みで歩行の促進

を促していきたいと思う。 

 ２ページ目に移るが、食事や体重といった生活や体重

の記録といったもの、またウオークラリーの実施、健診

の受診、イベントへの参加といったことを通じて、例え

ばイベントであればＱＲコードを読み取ることでポイン

トを付与するような形を予定している。 

 特典というところでインセンティブの部分であるが、

今回一定のポイント、具体的には1,000ポイントのような

イメージでいるが、それを１口として抽せんに応募をい
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ただき、750名にａｕＰＡＹクーポン2,000円相当を付与

することを予定しているところである。 

 （参考）の部分であるが、令和６年度モデル事業から

の改善事項ということで、昨年は10月～11月にモデル事

業として２つのアプリを利用し、10月は「多摩市健康チ

ャレンジ」、11月は「多摩市健幸スタンプラリー」を実

施した。その結果と、そこからの改善事項を簡単に表で

お示ししている。昨年度のモデル事業というところでは、

70代以上の利用が伸び悩んだという部分、また、アプリ

の使い方がわかりにくいといった声が多くあったところ

である。令和７年度の改善事項としては、説明会の充実

ということで計６回の対面による説明会を予定している。

また、インセンティブ額が低いといったような話があっ

た。令和６年度版のアプリ「チャレンジ」と「スタンプ

ラリー」１つ当たり400円だったものを、今回2,000円と

いうことでインセンティブ額を増額アップしたところで

ある。また、参加の動機づけや使用継続についての改善

が必要であり、もっと運動に直結するものがよい、達成

感・効果の見える化があったほうがよいといったお話が

あった。今回のアプリでは、モデル事業ではスタンプラ

リーということで施設に行ったりイベントに参加するこ

とでスタンプを押していくといったこと、あと健診を受

診したことへのアンケート回答でインセンティブへの応

募ができたところであるが、今回は日々の歩数や食事の

記録といった日ごろの取り組みに対してもポイントを付

与するということで一定達成感が得られる機能のアプリ

を採用したところである。また、期間的に短かったこと

などもあり、行動変容につながるデータ分析が限定的で

あったところもあったかと思う。こういった点について

は、ウェアラブル端末や体組成計による生活記録の自動

化によってさらにそのデータを取得しやすくするほか、

端末やマイナポータルＡＰＩ連携によるデータ取得をす

ることによって分析と施策への活用をしていきたいと考

えている。 

 ４の９月補正予算で対応させていただくウェアラブル

端末等の貸与について、概要をご説明する。 

 (1)の目的であるが、アプリの活用を促進するというと

ころから、ウェアラブル端末及び体組成計を貸与して生

活記録の自動化を図り、継続の利用を促進するというも

のである。この文字だけではイメージが湧きにくいかも

しれないが、チラシの１枚目の絵のところにアプリの特

徴３つが下に書いてあり、その中のＰＯＩＮＴ02で腕時

計のようなものと体重計のような絵があると思うが、こ

ちらがウェアラブル端末と体組成計となっている。こち

らを測ることで、アプリと連携して歩数や睡眠、体重の

自動記録ができるといった形になっている。 

 (2)対象者としては、こちらは貸し出しを行うこともあ

り、市内在住でアプリを利用している方330人を予定して

いる。対面により説明を行い、適切な利用やデータ提供

についての誓約書に同意することを要件としたいと考え

ている。提供されたデータによってウェアラブル端末の

効果も検証していきたいと考えている。 

 (3)その他であるが、こうしたアプリ利用者への貸与の

ほか、ポイント付与イベントを今後開催していきたいと

考えており、そうした中での貸与、また健幸スポットに

体組成計を置くことで、貸与を受けていない人やそもそ

も事業を知らないといった人への体験を含めたＰＲを行

いたいと考えている。 

 今年度の今後のスケジュールを最後の５番のところで

書かせていただいている。10月１日からアプリのリリー

スをする。10月の上旬から中旬にかけて、アプリのイン

トスールや使い方の説明会を予定している。11月の下旬

から12月上旬にかけて、ウェアラブル端末等の貸し出し

の説明会を行っていきたいと考えている。１月にインセ

ンティブ（クーポン）付与の抽せんエントリーを行い、

３月にクーポンの付与といった形で予定をしている。説

明は以上となる。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いいじま委員。 

○いいじま委員 年々健幸ポイント事業もパワーアップ

しているかと思う。楽しみにしている。最後のウェアラ

ブル端末等の貸与であるが、貸与期間はどのくらいなの

かお聞きしたいと思う。 

○林健幸まちづくり担当部長 生活記録の習慣化という

ことで基本的には長く使っていただくことを想定してい

るので、今の時点で期限は設けない。ただ、使わなくな

ったら当然返却願うところではあるが、返却期限は現時

点では設けないという方向で考えている。 

○いいじま委員 そうすると、３月に事業自体は終わる

にしても、貸与されていて使い続けたいという方はずっ

と持っていて使用できるということでよろしいか。 

○林健幸まちづくり担当部長 もし仮に事業が終わった

場合でも使用していただくことができると考えているが、

ポイント事業自体も、今回東京都の補助金を活用させて

いただいているが、その補助の期間が最大３年間で、毎

年審査があるので確定ということではないが、こちらを
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活用している関係もあり、基本的には引き続き令和８年

度もこういった補助金の活用を通じて事業の実施を目指

していきたいと考えている。 

○いいじま委員 事業を否定するものはないが、半ば貸

与というか結局譲渡になるのではないか。その辺に関し

て市としてはどういう見解なのか。 

○林健幸まちづくり担当部長 あくまで貸与であるので

きちんとアプリと連動して使っていただく、使わないで

家に置いておくようなことは認めていないので、きちん

と使っていただけることを条件に貸与しているという整

理で考えている。他自治体においても期限を設けずに貸

与している事例があり、そういったところも踏まえ、今

回明示的な期限は設定しないが、長期的にご利用いただ

きたいと考えているところである。 

○いいじま委員 お金の使い方としてだが、そのように

ずっと使っていただくのであれば、今回のウェアラブル

端末は、多分スマートウォッチ、あと体重計でいろいろ

今、体脂肪率が測れるようないい物が出ていて、そうい

う物を貸与されると思うが、ずっと使えるということで

あると、かなりの市民の方が使いたいと思い、330人の予

定を結構超えてくるような気がしなくもない。そうであ

れば、使いたい人たちがウェアラブル端末や体組成計を

買ったらそこに補助を出すほうが金の使い方としてよか

ったのではないか。これはこの間の補正予算のときに聞

けばよかったのかもしれないが、そういうことは考えな

かったのかだけ聞いておきたいと思う。 

○林健幸まちづくり担当部長 今回このウェアラブル端

末の補助金上の整理であるが、健幸ポイント事業の中に

おける基盤整備の一環として取り組んでいる。そのため

譲渡ではなく貸与というところもある。確かに330台が多

いのか少ないのかといったところも１点、論点としては

あるかと考えている。今回この台数自体は、昨年度のモ

デル事業の利用者の割合や市内在住者であった人の割合

を踏まえて算出しているところであるが、次年度どうす

るかも含めて、今年度の利用状況を見ながら、どのくら

いご要望があり実際活用いただけるのかというところで、

今年度は実験的な部分もあるかと考えている。 

○いいじま委員 林部長は、多摩市の健幸スポットをご

覧になってどう思われたという感想は何かあるか。 

○林健幸まちづくり担当部長 すべての場所は回れてい

ない。場所によっては少し奥まっているといった課題も

あったり、利用をどうやって伸ばしていくのかといった

課題はあると思っているところである。個人的であるが、

私が毎朝通勤で出勤すると、ちょうど市役所のところの

健幸スポットが目に入るが、大体二、三日に１回ぐらい

座って利用されている方がいて、利用していただいて非

常にありがたいと感じているところである。健幸スポッ

トの取り組み自体も長くなってきており、そこを継続的

に使っていただいている方もいる一方で、風景になって

しまっていて目新しさがないような部分が若干課題とし

てもあるというところで、今回この健幸ポイントとも連

動していく中で新たに使っていただく方をふやしていけ

ればと考えている。 

○いいじま委員 今回食事や体重、血圧記録を測るとポ

イントになる。体重計はある家庭も結構あるかもしれな

い。高齢の方は結構持っているかもしれないが、どれだ

けの方が血圧計を持っているかもわからないし、そうい

ったときに健幸スポットへ行って測ればポイントになる

ということで、ぜひこの際に健幸スポットを市民の皆に

知ってもらう。もう少し認知度も上げたいし、利用者が

あるのであれば、もっと利用者をふやしていきたいと思

うので、これを機にぜひ健康スポットを市民のみんなに

知ってもらう、もっと利用しやすいものにしてもらうよ

うな取り組みをお願いしたいと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。藤條委員。 

○藤條委員 今のウェアラブル端末であるが、利用者さ

んにアプリを登録してもらって連携すれば、行政側から

見てアクティブかどうかを確認できるのか。 

○林健幸まちづくり担当部長 アプリ利用者のうちどの

方がウェアラブル端末を利用している方なのかフラグを

立てられるようにしたいということで業者と調整してい

る。 

○藤條委員 実際にきちんと毎日体重をはかっているの

か、どうされているのかというデータは、こちら側から

見たときに330人分の登録のアクティブ状況というのは見

てとれるのかと。 

○林健幸まちづくり担当部長 どこまでの詳細が日々取

り切れるのかというのは多分調整が難しい部分もあるか

と思うが、どの人が利用しているのかは少なくとも一定

きちんと確認するということで予定している。 

○藤條委員 登録はしたが使わないという人がたくさん

だと多分事業として動かなくなってしまうと思うので、

そこら辺の催促というか、きちんと使われているのかの

後追いもしっかりお願いしたいと思う。あと、これは健

康関心層の方にはある程度刺さるかと思うが、無関心層

の方にこれをどうお伝えして入り口へ入ってきてもらう
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かという入り口の部分をどのように考えられているのか

お聞かせ願う。 

○林健幸まちづくり担当部長 様々な方法での周知をし

ていきたいと考えており、イベントに参加することでポ

イントを付与するという部分、健診を受診することでポ

イントを付与するといった部分については、例えばそれ

によってイベントに参加したいという促進を促す観点も

ありつつ、逆にイベントに参加された方がそこをきっか

けに、これでポイントたまるのだというので知っていた

だくようなこともあるかと思っている。健診のお知らせ

をするときに、そのポイントについても、これを受ける

とポイントがたまるといったところをきっかけにポイン

トを知っていただくといった順番も多くあるのかという

ところであり、様々な事業と連携していく中で無関心層

というところにもまず知ってもらうというところからか

と思うが、努めていきたいと考えている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。いぢち委員。 

○いぢち委員 ２点ある。まずこれは多摩市民が対象と

なっているが、アプリのダウンロードなどの時点では市

民だけがダウンロードできるというものではないと思う。

そうするとどこでキャップをかぶせるのかというと、例

えば抽せんのときに住所・氏名込みで申し出るのか、そ

れとも現実にａｕＰＡＹを付与するときになのか、どう

いう形で多摩市民を対象にするということが現実になる

のか。 

○林健幸まちづくり担当部長 今回アプリについては、

多摩市在住・在勤・在学ということで幅広く対象にして

いるところがある。この点、アプリのＷｏＬＮ自体はど

なたでもダウンロード可能であり、例えばほかの自治体

さんでもＷｏＬＮを利用してサービス提供しているとこ

ろがあり、どの自治体のサービスを選んで使おうかとい

うところで多摩市の「ＴＡＭＡるんるん♪」を選んでい

ただくという形になる。「ＴＡＭＡるんるん♪」を最初

利用していただく際に、在住なのか在勤なのか在学なの

かを選択いただくことで登録の開始、利用の開始が始ま

るので、そういう意味では確かに自己申告にはなってし

まうが、そこでまずご本人に選んでいただくことで対象

者のキャップをはめているところである。確かにそうい

った自己申告という意味合いは若干あるが、インセンテ

ィブについては市内の店舗で利用が可能であるので、そ

ういったことで市にまた還元されてくるといったところ

でぐるぐる回っていくという部分があるかと考えている。 

○いぢち委員 利用者側としては、多摩市の「ＴＡＭＡ

るんるん♪」というよりも、こういった健康に関与する

アプリに興味を持ったときに、日野市の人であれば日野

市のサービスにアクセスする、多摩市の方なので在勤・

在学を含めてそこにアクセスするという形になるのか。 

○林健幸まちづくり担当部長 基本的にご理解のとおり

かと思っている。サービスアプリのＷｏＬＮをインスト

ールした後に、どのサービスを利用するのかというとこ

ろで選択をいただくという形になる。 

○いぢち委員 あともう一つは、この事業の内容や趣旨

を考えると、本当に１回のイベント的なものではなくず

っとやっていただきたいものだと思うが、ご説明の中で

は都の補助金も背景にあり、もちろんこれからやってみ

てその利用頻度、どのくらい使っていただけるのかとい

うこともあると思うが、もし好評であれば、そして非常

に効果的なものであれば、健幸まちづくりの事業の一環

として長期的にやってよいサービスではないかと思う。

予算的なこともあり今確実なことは言えない段階かもし

れないが、そういった長期的な試みについてはどのよう

にお考えか伺う。 

○林健幸まちづくり担当部長 まず昨年の２か月間のモ

デル事業といったところから、令和７年度としては継続

的に10月から大きく半年間と期間を延ばしてきたところ

である。また、先ほど申し上げたとおり、東京都の補助

金の関係で長期的にやっていきたいところである。質問

の趣旨としてはその先も見据えているのかということだ

と思うが、まずは今年度を含めて本格実施の状況を見な

がら今後については検討させていただきたいと考えてい

る。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会追加事項１番、「地域再生計画」（多摩

市まち・ひと・しごと創生推進交付金計画）の認定につ

いてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○鈴木企画政策部長 それでは、「地域再生計画」（多

摩市まち・ひと・しごと創生推進交付金計画）の認定に

ついてご説明申し上げる。こちらについては、内閣府に

対して、別添の資料がまたあるが、「地域再生計画（多

摩市まち・ひと・しごと創生推進交付金計画）の認定申

請（第74回認定回）を行ったところ、令和７年９月５日、

先週の金曜日に認定を受けたものであり、それを今回追
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加の案件としてご報告させていただくものである。詳細

については企画課長からご説明申し上げる。 

○小形企画課長 それでは、資料については協議会追加

１、こちらがあろうかと思うが、手前に並んでいるほう

をお開きいただければと思う。 

 まず１番にあるように、「地域再生計画」については、

地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取り組みによる

地域活力の再生を総合的に推進するためということで、

国が地域再生法に基づいて認定する計画という形になっ

ている。地方公共団体がこの計画を作成し、国の認定を

受けることで、計画に記載した事業の実施に当たり、下

に少し例を書かせていただいているが、新しい地方経済

生活環境創生交付金（第２世代交付金）の活用、本市は

対象外になるが、例えば地方創生応援税制、いわゆる企

業版のふるさと納税の活用など、地域再生法に基づく支

援措置を活用できるようになるといったものである。 

 このたび、先ほど企画政策部長からもあったとおり、

９月５日付で認定を受けたのが（多摩市まち・ひと・し

ごと創生推進交付金計画）という形であり、第２世代交

付金の活用に係る計画という形である。 

 下の２番のところにも書かせていただいているが、従

来地方創生に係る交付金を活用する場合には１つの実施

計画、つまり１つの事業に対して１つの地域再生計画の

作成を要していた。しかし、第２世代交付金の創設に合

わせてこちらの手続が簡素化され、地方版の総合戦略に

位置づけられた事業であることが確認できる程度の記載

であれば、１地方公共団体について１つの計画の認定を

受ければよいというある種包括計画として認定されるよ

うな仕組みに変わっている。これを踏まえて今回認定申

請を行わせていただき、認定を受けたという形である。 

 なお、もう一つの資料が実際に今回認定を受けた地域

再生計画、交付金の計画になるが、こちらについては多、

摩市では令和５年11月に策定した第６次多摩市総合計画

を地方版の総合計画に位置づけているという形であるの

で、こちらについては国の計画例に総合計画の記載を引

用するような形で作成させていただいているものである。

こちらについては後ほどご覧いただければと思う。 

○鈴木企画政策部長 私から１点補足をさせていただき

たいと思う。この地域再生計画の認定申請と並行して、

国に自動運転バスの実証実験事業への地方創生第２世代

交付金の活用ができないかという申請をしていたところ、

ここでそちらの認定が下りたところである。そのため

正・副議長にも今ご相談を申し上げているところである

が、本議会の最終日でこれに関した追加の補正予算を上

げさせていただきたいと考えている。庁内での予算査定

等の手続がまだこれからであるので、詳細が固まり次第

改めて正・副議長にご相談申し上げ、改めてほかの議員

の皆様にもきちんとご説明等をしていきたいと考えてい

るので、よろしくお願いしたいと思う。自動運転バスの

詳細については、生活環境常任委員会で改めて口頭でご

報告があろうかと思うので、よろしくお願いしたいと思

う。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いいじま委員。 

○いいじま委員 今、企画政策部長から、自動運転バス

に関する交付金が下りたということで、非常にうれしく

思う。お聞きすると地域再生計画をつくったことでいろ

いろな交付金が取りやすくなった、一々その都度計画を

つくらなくてよくなったということで、ぜひいろいろな

交付金を多摩市は取りに行っていただきたいと思うが、

その辺の意気込みと、実際に自動運転バス以外にこの交

付金をという考えがあったら教えていただきと思う。 

○小形企画課長 こちらの第２世代交付金、例えば今回

同じように採択されている例だと、移住交流拠点の整備、

テレワーク施設、あるいは観光の体制づくり、例えば道

の駅の整備等々、どちらかというと地方寄りな部分はあ

るが、先ほどご説明させていただいたように自動運転バ

スのように生活環境もある種守っていくといったところ

の部分でかなりいろいろな話が出て、だから今回こちら

が採択されたのかと思っているし、そういったところで

は地方部に限らず都市部でも課題になっている部分があ

ろうかと思うので、そういったところも踏まえながら、

活用できるところはぜひ活用していきたいと考えている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項３番、「地方公共団体情報システム

の標準化・共通化」に関する進捗状況について（報告）

を取り上げる。 

○鈴木企画政策部長 それでは、「地方公共団体情報シ

ステムの標準化・共通化」に関する進捗状況についてで

ある。資料は、案件の３番の資料をご覧いただきたいと

思う。６月の総務常任委員会でもご報告申し上げている

が、地方公共団体の情報システム標準化・共通化の対応

状況について、全国の状況を踏まえた現時点での進捗状
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況についてご報告させていただくものである。詳細につ

いては情報政策課長からご説明申し上げる。 

○加藤情報政策課長 地方公共団体情報システムの標準

化・共通化に関する進捗状況についての資料をご覧願う。

先ほど企画政策部長からもお話しさせていただいたとお

り、６月の総務常任委員会に報告した内容からの進捗状

況についてご報告をさせていただく。 

 １、全国の状況として、令和７年７月29日付で総務省

から、令和７年度の普通交付税の算定結果等について提

示があった。その中にガバメントクラウド利用料につい

て、令和７年度から新たに普通交付税措置されることが

示されている。ガバメントクラウド利用料に関しては、

令和６年度までは全額デジタル庁側で負担しており、令

和７年度からは利用する自治体において所要経費の負担

をすることとされていた。しかし、昨今自治体における

標準化後のシステム運用経費の増加が課題となっている

ことを鑑み、今回の措置が講じられることとなった。一

方、本市では、他自治体と同様、運用経費の増加につい

ては懸念されており、実際に増加することが見込まれて

いるところではあるが、当該運用経費を基準財政需要額

として算定しても、交付税不交付団体であることは変わ

らず、そういう意味では当該措置の対象外となってくる

ところである。そうしたところも踏まえ、今後も引き続

き普通交付税の措置ではなく、交付税の交付・不交付に

関わらず運用経費の財政支援を受けられるようにという

要望を、東京都、他自治体等とも連携しながら国に対し

て行っていきたいと考えている。 

 ２の部分、前回からの多摩市の進捗状況についてのご

報告である。前回から大きく変わったところとしては、

住民情報システム、多摩市において一番基幹系となるシ

ステムの部分であるが、そこについてガバメントクラウ

ドの利用を開始している。また、ガバメントクラウド上

で構築したシステムの実際の運用に合わせた運用テスト

を開始している。 

 ３つ目、特定移行支援システムに対する対応として、

こちらは福祉総合システムの部分にはなるが、現行事業

者から移行対応可能時期が示されているが、その他の対

応事業者がいないか、移行のスケジュール、あと必要経

費の把握等を行いたいという趣旨であるＲＦＩを実施し、

その内容に基づき今後の対応を進めていきたいと考えて

いる。 

 ２ページ目は、先ほど２と３でご報告させていただい

た内容を、対応状況の進捗状況としてまとめたものとな

っている。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いぢち委員。 

○いぢち委員 今回また交付団体事務かという気持ちに

なってしまうが、国が主導している事業で、しかも多摩

市の責任ではないことで移行が困難になっているという

面もあると思うが、それでも交付・不交付一律に補助す

る形になっていないというのはどういったお考えなのか、

何か説明はあったのか。 

○加藤情報政策課長 現時点でその内容についての明確

な説明はないが、現状必要経費に関しては一律自治体に

おいて必要な経費ということで算定し、その中で交付さ

れる団体もあれば、多摩市のように不交付団体であれば

交付されないような状況になっているところである。 

○いぢち委員 細かくというか、今回こうしたごたつき

の中で多摩市の財政にどのくらいダメージが出ているの

か、詳しくは来年きちんと伺いたいところであるが、ど

のくらいダメージがあるのか、もしお聞かせいただける

のならお聞かせいただきたいということが一つ。それか

ら、保留状態になっている福祉総合システムの介護保険

と就学に関しては未定ということで、少し進展はあった

かと思うが、今後の運用に向けた具体的なスケジュール、

いつから始められるのかがもしおわかりであればお聞か

せ願う。 

○加藤情報政策課長 最初のご質問は、運用経費につい

て現状どのくらいふえる想定かということでお話をいた

だいたかと思う。そこに関してはガバメントクラウド等

が利用実績に応じた請求となってくると、まだ実際に使

い始めている状態ではないというところもあり、明確に

今ご回答させていただくことはなかなか難しい部分があ

る。他市の事例をもとにということであれば、おおよそ

1.5～２倍程度という試算をしているような自治体もある

という状況である。 

 ２点目の特定移行支援システムの関係である。介護保

険システムや学務システムのスケジュールの部分につい

ては、現状事業者等との調整は始めており、スケジュー

ル等について今後詰めていくような状況にはなってきて

いると思いつつも、そこの部分がまだ明確にはなってい

ないところである。福祉総合システムに関しては、こち

らに記載させていただいたとおり、令和９年11月を今の

ところ提示いただいており、今後ＲＦＩを実施する中で

もう少しこのスケジュールが変化してくる可能性もある

かと考えている。 



－ 11 － 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。いいじま委員。 

○いいじま委員 ご説明いただいたが、資料の１、全国

の状況の最後のところ、「以上の状況も踏まえ、引き続

き東京都と市区町村で連携し、普通交付税の交付・不交

付に関わらず」云々というところであるが、これは不交

付団体にも交付団体と同じようにしっかりと経費を負担

すべきではないかという要望を国に対して行っていくと

ころであるという意味でよろしいか。 

○加藤情報政策課長 言われたとおり、その運用経費の

増加に関しては先ほどお話をさせていただいたとおり多

摩市側の要因というよりは全国で一律で発生している状

況であることも踏まえ、交付・不交付に関わらず経費の

増加はあるので、そこについて所要の財政支援をいただ

きたいと要望していきたいと思っている。 

○いいじま委員 ここはぜひお願いしたいと思う。あと

東京都と市区町村の連携であるが、東京都は当然足りな

いと思っていると思うし、市区町村は26市でも交付団

体・不交付団体があり、市区町村によって考えが結構違

うようにも感じるところである。不交付になっている市

区町村との連携はどのくらいできているのか、どのよう

なことをしているのか、もしあればお聞きしたいと思う。 

○加藤情報政策課長 東京都で主導していただき、区市

町村が共同で運営をしているような委員会等の中でも連

携しながら、先ほどご報告の中で要望させていただいて

いるところも、運用経費について区市町村連名でデジタ

ル庁、総務省に要望を上げさせていただいており、それ

と同じような流れで今後も続けていきたいというお話を

いただいているところである。 

○鈴木企画政策部長 今回のガバメントクラウドの利用

料に関しては、昨年の暮れに中核市市長会や指定都市市

長会の中でガバメントクラウドを利用するに当たってど

のくらい運用経費が上がるかといった調査をかけた結果、

２倍から多いと３倍になってしまうような自治体もある

という中において、国に対して利用料の財政支援措置の

申し出をしたという経過がある。それを受けて国で、財

政支援措置というところで、不交付税措置という結果に

なったと、私どもは報道ベースの中から推察していると

ころである。ただ、交付税措置といっても、その分交付

税全体のパイがふえているわけではないので、先ほどい

いじま委員からもご質問あったとおり、普通交付税の交

付団体においても増加している運用経費に対して交付税

措置されている額が満額措置されているかというと全然

足りないといった声も伺っている。これは東京都内のほ

かの自治体からもそういう声を伺っている。したがって、

今、情報政策課長からもご答弁申し上げたが、交付税措

置されているところであろうと不交付であろうと皆さん

同じ立場ということで、東京として一体となって国に要

望していこうという取り組みをしているということで今

話をさせていただいているところである。 

○いいじま委員 ぜひよろしくお願いする。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項４番、「公共施設の使用料設定にあ

たっての基本方針」の改訂についてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○松田行政サービス・アセット担当部長 公共施設の使

用料の設定に当たっての基本方針については、前回の６

月議会で改定素案を説明させていただいたところである。

このたび基本方針がまとまったので報告をさせていただ

くものである。 

 それ以降案件７番までが行政サービス・アセット担当

部長の所掌であるので、それぞれ担当課長から説明をさ

せていただきたいと思う。 

○大島行政管理課長 ただいま行政サービス・アセット

担当部長からご説明させていただいた案件について、私

と萩野資産活用担当課長からご説明させていただく。 

 まず４件目である「公共施設の使用料設定にあたって

の基本方針」改訂についてということで、前回６月の常

任委員会協議会においてご報告をさせていただいた改訂

素案について、７月５日～８月12日の期間でパブリック

コメントを実施し、その意見も踏まえた上で市として基

本方針を決定したので、本日報告をするものである。資

料については、３つつけているが、１つ目がこれまでの

経緯等をまとめたもの、２つ目が決定した基本方針、３

つ目がパブリックコメントの意見とそれに対する市の考

え方である。本日は１つ目と３つ目の資料を用いて説明

をさせていただければと考えている。 

 まず１つ目の資料をお開きいただいて、縦２枚物の資

料であるが、こちらについて説明させていただく。 

 まず基本方針の概要についてであるが、これまでもご

説明してきたとおり使用料については、本市においては

平成17年に市の統一的な考え方として基本方針を策定し

たところである。この基本方針については６年ごと、ま

た基本方針に基づく使用料を３年ごとに見直すことと当
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初はしていたところである。その後、平成29年に基本方

針の改訂を行った際に、見直しサイクルを基本方針は８

年ごと、使用料は４年ごとに改めたところである。それ

以降、使用料については令和３年度が見直しのタイミン

グであったが、コロナ禍にあって適正な使用料の算定が

できないところから、料金は据え置くこととしている。

一方で、施設の利用ニーズの多様化やさらなる有効活用

が求められているという状況を踏まえ、基本方針につい

て前回改訂から８年目に当たる今年度に改訂を行うとこ

ろである。 

 ２番目の主な改訂内容であるが、６月の協議会の際に

もご説明させていただいたが、大きな考え方、基本的な

考え方の部分は従前の考え方を変えずに、公共施設をさ

らに有効活用していくための方向性や考え方を盛り込ん

だ基本方針に改訂をさせていただいているところである。

主な内容としては、個人利用ニーズなどにも対応してい

く、また市民の利用を阻害しない範囲で空いている枠の

有効活用を図るための市内の方の利用、営利目的での利

用にも開放していくといったことを盛り込んでいる。 

 ３番目のこれまでの経緯については割愛し、裏面の２

ページ目に移って、４番目、パブリックコメントについ

てである。先ほど申し上げたとおり、７月５日から８月

12日を期間として実施している。５名の方から６件の提

出があった。お一人が２回に分けて提出してきたという

ことで、５名６件となっている。意見として分類すると、

12件の意見があったと分類している。提出方法の内訳と

しては、郵送１件、ウェブ上からの回答３件、意見投函

箱２件といったところである。こちらに主な意見を記載

しているが、全体的にはご質問に近いご意見とか、表

記・表現のわかりやすさを求めるご意見が中心であった

ため、考え方の説明等をさせていただいた上で、基本方

針の必要な修正を行ったところである。 

 ここで３つ目の資料にお移りいただいて、今度は横判

の資料になる。こちら全ての意見を説明する時間がなか

なかないのでかいつまんでとなるが、４件目～８件目で

いただいているご意見は基本方針中に出てくる表等の表

記をもっとわかりやすくしてほしいといった内容である

ので、表題に分類の番号をつけ、説明等がわかりやすく

なるように本編の修正を行っているところである。 

 また、内容に関するご意見としては、４分の２ページ

目、９番のご意見などでは、減免規定の運用が基本方針

どおりになっていないのではないかと、これは現行のと

ころのご意見をいただいたところである。また、そうな

らないように各施設ごとの運用を確認する仕組みが必要

ではないかというご意見をいただいたところで、現行の

減免の運用については、施設ごとに具体的に行われてい

るため、ご指摘のあった施設の運用状況を確認させてい

ただく、また基本方針にその運用を確認する仕組みを記

載するといったことについては、基本方針については使

用料設定の基本的な考え方を示すものであるため、個々

の運用状況の確認の方法まではなかなか盛り込むもので

はないという回答をさせていただいたところである。 

 ３ページ目に移って、10番の市民優先に利用していく

べきという意見であるが、これはそのとおりであるが、

その中で利用料に差をつけないほうがよいのではないか

というご意見をいただいている。こちらについては、利

用料については施設の有効活用を図るためのものである

ということで、市の原案のとおり修正を行わないという

ことでご説明をさせていただいているところである。 

 続いて、４分の４ページ、最後のページであるが、こ

ちらについては、パブリックコメントの必須記載事項と

していた住所や氏名の記載がなかったということで、パ

ブリックコメントとしては取り扱わない判断をしたもの

である。ただ、市政へのご意見ということで、市政の提

言としては取り扱わせていただいて各施設所管課と情報

共有し、今後の施設運営等の参考にさせていただくとい

う取り扱いをしている。 

 １つ目の資料にお戻りをいただいて、２ページ目の最

後のところである。今後の予定であるが、これから庁内

において各施設の使用料の算定を行っていくところであ

る。検討状況については、逐次各常任委員会等で報告を

させていただきたいと考えている。来年令和８年９月の

第３回市議会定例会において各条例の改正案を提案する

予定である。その施行日は、１年の周知期間等を取り、

１年後、令和９年10月ごろを予定しているところである。

「公共施設の使用料設定にあたっての基本方針」につい

ては、先日市で決定をしており、本日のご報告となった

ところである。説明は以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いいじま委員。 

○いいじま委員 ここまで審議会を開いていただいて答

申を受け、パブリックコメントを実施していただいてい

るわけであるが、スケジュールを見ると、実際に市条例

を施行するのが再来年の令和９年10月になっている。パ

ブリックコメントまで終わって実際の施行までかなり時

間があるように見えるが、何か時間を取る必要はあるの
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か。 

○大島行政管理課長 説明がわかりにくくて申しわけな

い。今回改訂した基本方針がここで、基本方針には施行

という考え方はあまりないが、市としてもこれは決定し

たものであるので、既に今後はこの運用でいくことにな

っている。その基本方針に基づいて各個別の施設の使用

料についてこれから算定作業を行っていく、その算定作

業を行った上で条例改正が必要になるということで、改

正後の使用料が適用されるのが令和９年10月以降と考え

ているところである。 

○いいじま委員 この方針に基づいてこれから細かな各

施設の料金を決めていくということか。了解した。 

 今回大きな改訂内容は、基本方針の第３の柱、無料減

免規定の見直しから柔軟な料金設定・利用方法へ変更し

たところであると思う。ここはご説明いただいていると

ころかと思うが、これだけ見ると結構柔軟でアバウトに

というか、多摩市の政策や考え方に応じて柔軟に料金設

定を決めていこうと考えておられると感じるが、その辺

改めて変更の理由や内容についてお聞かせいただきたい

と思う。 

○大島行政管理課長 これまでの基本方針では、無料減

免規定の見直しということで、過去平成17年に最初に基

本方針を定めたときには施設ごとの考え方がばらばらで

あり、無料減免規定について統一的な考え方で一定程度

こうやっていこうということで柱を設けたところになる

が、ここで無料減免規定の見直しが一定程度進んできて

庁内の考え方の統一もできてきた中で柱の名称を変更し

ているというのが１点。さらに、今回の審議会の中で公

共施設をもっと活用しようというご意見もいただき、

我々の考え方としても、固定したらこの考え方でずっと

いくのだということではなく、運用の方法も含めて市民

の方が使いやすいように、さらに有効活用を図れるよう

にということで柱の名称を変更する、先ほど申し上げた

ような個人利用をもっと認めていこう、市民以外の方に

も空いているのだったら使ってもらおう、その分お金を

いただけるものはいただきながらということで、今回こ

ういう柱の名称を変えて中身を少し変更した。これまで

も一定程度そういう取り組みをしてきたところであるが、

さらにやっていこうという市の姿勢を示したところであ

る。 

○いいじま委員 自分も市民の方から、多摩市の公共施

設は非常にいい施設が多いが、実際行ってみると空き室

が多くてもったいない、こういう空き室をもっと市外の

方や個人の方、あるいは営利の利用を認めてもいいので

はないかというご意見は聞くところであるので、それは

いいことだと思う。１点、これは先の話になると思うが、

営利利用を認めるとき、公共施設で営利利用で何か活動

をしていると、外からは自治体が何かやっているのでは

ないか、その公共施設が何かやっているのではないかと

見られるときがあると思う。例えば別の例になるが、今

は「児童館だより」に民間企業の広告が載るようになっ

たりしている。そうすると、企業の広告であるのに児童

館でこれをやっているのか、児童館が進めているのかと

見られることがあり、今これはこうであるときちんと

「児童館だより」にも一文を入れていただいたりしてい

るが、それと同じように、公共施設で営利団体がやると

何か市が進めているのか、その公共施設が進めているの

かと見られることがあったりするかと思うのでその辺の

ルール化、今後公共施設の基本使用料を決めていくのと

同時に、そういった別のルール化、こことは少しずれて

しまうかもしれないが、そのようなことも考えていただ

きたいと思うが、いかがか。 

○大島行政管理課長 かなり重要なご指摘をいただいた

と思う。実際の営利利用の運用方法についてはこれから

具体的なことを考えていくところであるが、市がやって

いるのではないというのをお示しするのは難しく、市民

の方が見たときに、これは誰がやっているのか、市がや

っているのかというところは出てきてしまうかと思うが、

営利利用については何でもＯＫではないと思う。そうい

ったところでは、一定程度こういうものだったらやって

もいいというような枠を設けながら、市民から見ても不

適切だと思われるような利用にならないような運用を考

えていきたいと思っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。池田委員。 

○池田委員 行政管理課としては、この方針をもっと市

民に活用してほしい、あと柔軟な利用料を設定できるよ

うに持っていっても、現場では、例えば特にコミュニテ

ィセンターなどは市民が申し込みで使用料を払うときに

キャッシュレスになったが、ただ、例えばであるが解約

したいときにまだ印鑑が要る、結局契約するときには現

場まで行く、あるいは申し込みも抽せんは現場へ行く、

平日もネットではできなかったりすることがまだ現場で

は起きていて、申しわけないが市民が利用しやすく活用

しやすいようにはなっていない。その辺は、現場は多分

課が違うからなかなか難しいのだろうが、方針はそのよ

うにしても現場で実際にはそうなっていない現状がある
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ので、そこを変えていかないといけないかと思う。そこ

ら辺の連携や実際の状況を把握されているのか少し心配

であるが、いかがか。 

○大島行政管理課長 今言われたように個々・個別の運

用の仕方についてなかなか把握できてないところもある

ので、その辺りについては現場とも意見交換をしながら、

例えばであるが先ほど営利利用導入すると申し上げたが、

これについても、これは営利利用に当たるのかどうかな

かなか現場で判断ができないものもある、また先ほど言

われたようにキャッシュレスの運用等も含めて、なかな

かこちらで思うとおりにはいかないものがたくさんある

かと思っている。ただ、多様なニーズに応えていく、施

設の有効活用をしていくという全体としての方向性を市

としては導入できているところになるので、現場現場で

の、コミュニティセンターの運営協議会さんなどはかな

りボランティア的な運営で大変だと伺っているので、そ

ういうところに負担を負わせるようなことはないよう市

としてできる運用の中で、できるだけいただくものはい

ただきながら適切な運営を図っていく。行政管理課は頭

でっかちで現場に合っていないのではないかというよう

なご意見もいただきながらになるが、意見交換をしなが

ら進めていければと思っている。 

○池田委員 特にコミュニティセンターなどは本当にボ

ランティアでやっていただいているのに手間がすごくか

かっているような気がする。予約や解約するときなども

書類を何回も書かなければいけない、印鑑を押して署名

して提出という書類がものすごく多い。交流センターな

どを見ると、民間ではもっとパッとスムーズにできてい

るのではないか。そういうものを導入すればよいのにと

すごく思ってしまうが、そういうのは運営協議会さんに

お任せしているのだろうが、市からシステムのことにつ

いてももう少し口添えして関わっていったほうがよいと

思う。コミュニティセンターは全部一律であるからその

辺も横一列なのかもしれないが、もう少し市が介入して

もよいかと思うが、その辺はどうなのか。 

○大島行政管理課長 言われたのは、例えば使用料をお

支払いいただいた後にキャンセルをして返金があるとい

う場合だと思う。そういったときに印鑑が必要なところ

までは把握していなかったが、一旦市の歳入に入ってき

た使用料、また指定管理者に入ったものを返金するのは

民間のように簡単にはできないところもあり、現場で現

金でお支払いを開始する、現金の取り扱いであるので印

鑑が必要なのかもしれないが、難しいところもある。デ

ジタル時代であるので、そういう実際の運用のところを

どうやって改善していけるのか、市からこのようにとい

うのは、特にコミュニティセンター等については指定管

理者さんでもあるが市と協働の中でやっている取り組み

にもなるので、ほかの指定管理者とは少し扱いも違うし、

もっと丁寧に、現場が困らないように、現場が効率的に

簡素化して楽になるように、一緒に考えていければと思

っている。今すぐこうするというお答えはないところで

あるが、一緒に考えていきたいと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項５番、第10次行革計画「多摩市行財

政マネジメント計画・多摩市ＤＸ推進計画」における令

和６年度の取組状況の報告についてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○大島行政管理課長 続いて、協議会の５件目である。

第10次行革計画「多摩市行財政マネジメント計画・多摩

市ＤＸ推進計画」における令和６年度の取り組み状況の

報告についてである。資料は１つである。こちらの資料

をお開きいただいて、本計画については、毎年度取り組

み状況等を議会へのご報告、また市民の方への公表を進

めさせていただくところで、令和６年度の状況の取りま

とめを行ったのでご報告をさせていただくものである。 

 資料をおめくりいただいて、２ページ目のところであ

るが、本報告の趣旨というところで、本計画は３つのミ

ッションのもとで、全庁の職員が目指すべき方向性を共

有し、各課がマネジメント力を発揮しながら、計画で示

した考え方や取り組み項目に基づいて行革の取り組みを

進めるところである。 

 こちらについては、年度当初に今年度こういう取り組

みをするという目標を各課で設定し、実際に取り組み、

年度終了後に実際どうだったのかをエクセルシートにま

とめてもらい、それを行政管理課で取りまとめ、本日報

告をしているといった内容である。 

 ３ページ目については、計画の概要であるので説明は

割愛させていただく。 

 ４ページ目である。こちらについては毎年度確認する

こととしている財政指標である。計画の中で目標効果額

として基金への積み増しというものを設けている。４年

間で４億円を目標としているところである。令和６年度

については、４ページ目の上の表になるが、年度当初の
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予定で庁舎増改築基金に47億1,736万2,252円、公共建築

物等整備保全基金については57億2,489万5,991円が当初

予算の見込みであった。これの決算時点での金額が、右

の欄に移って庁舎増改築基金が47億1,887万3,891円、公

共建築物等整備保全基金が59億1,134万8,153円で、当初

予算と決済額の差額が、見込みとの差分という一番右の

赤字のところになるが１億8,796万3,801円ということで、

４年間で４億円積むということで１年間１億円以上積み

増せるとよいのであるが、結果的にはこういう数字にな

っているということで、これが全て行革の取り組みによ

って生み出されたものであるとはなかなか申し上げられ

ないところであるが、指標としてはこういう状況である

といったところである。 

 また、下の表の確認指標というところであるが、こち

らについては従前の第９次、第８次等の計画の中でも同

様の指標を設けていたが、財政調整基金については決算

時33億円以上を目安としていたところであるが、結果的

には53.4億円という状況であった。また経常収支比率に

ついては、決算時91％以下、予算時95％以下という目安

であるが、こちらについては決算時90.4％、予算時

97.9％で、予算時については目安を超えてしまったとい

う状況である。ご案内のとおり財政調整基金、決算時点

では53.4億円という数字が出ているが、実態としては当

初予算で既に24億円取り崩しており、目安となる33億円

をキープするのがなかなか難しいといったところもある。

９月補正のところでまた10.6億円ほど積み増しをさせて

いただいて今は33億円以上にはなっているが、厳しい状

況はなかなか変わらないところである。 

 続いて、５ページ目、６ページ目については、先ほど

申し上げた各課で設定した取り組みの中で年度末時点で

数値で効果を把握できたものをまとめさせていただいて

いるところである。６ページ目の一番下のところに簡単

にまとめさせていただいているが、数値効果として目に

見える効果としてあったものとしては、例えば業務効率

化といったところでは554時間ほどの削減効果があった。

経費として1,850万円の削減効果、ペーパーレス効果とし

ては56万7,500枚の効果があった。こちらは見た目で確認

できたものとなるので、これ以上の取り組みがあったと

ころではあるが、なかなか数値化が難しいという課題が

あるところである。 

 また、７ページ目については、年度当初には取り組み

として予定していなかったところであるが、実際にはこ

ういった取り組みができたということで、パルテノン多

摩のテナントスペースに新たに運営事業者さんが手を挙

げていただいたので歳入として貸し付け料276万円が新た

に市に入ってくるようになったという効果もあったとこ

ろである。 

 ８ページ目以降については、各課での取り組みを取り

まとめたものであるが、詳細なところになるので本日の

ご説明は割愛させていただく。後ほどご確認をいただけ

ればと思っている。 

 こちらについては、本日この場でご報告をさせていた

だいた後、９月中には市公式ホームページにも公表して

いきたいと思っている。説明は以上となる。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項６番、東寺方複合施設の整備に向け

た進捗状況についてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○萩野資産活用担当課長 東寺方複合施設の整備に向け

た進捗状況についてご説明をする。３つのファイルを上

げているが、最初のファイルをお開きいただいて、そこ

で説明をさせていただく。前回６月議会では、この地域

協議会が発足されたというお話と、第１回地域協議会が

開催されたというところで、地域協議会ニュース第１号

という資料をもとにご説明をさせていただいた。内容が

少し薄かったかと思い改めて資料に起こしたので、ご説

明を改めてさせていただきたいと思う。 

 ２スライド目であるが、東寺方複合施設と近隣施設に

ついての配置関係を図であらわしている。 

 ３スライド目であるが、東寺方複合施設の詳細につい

て資料にまとめている。建築は昭和56年４月で、建築か

ら44年がたっているところである。耐震補強が未実施で

あり、耐震基準自体は満たしているものの公共施設に求

められるＩｓ値には至っていないということで、耐震補

強が必要な状況である。老朽化状況に関する現状認識と

いうことで、建築、電気、給排水、空調というところで

まとめている。特に設備的な劣化が進んでいる中で更新

が必要と捉えているところである。この施設の老朽化を

踏まえ、今後耐震補強を含めた改修か建て替えが必要と

捉えている。 

 また、近隣施設には消防団の第６分団、東寺方自治会

館、はなのき児童公園がある。第６分団の器具置場であ

るが、改修工事を平成29年に実施している。また、東寺
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方自治会館についても耐震補強工事が終わっているとこ

ろである。 

 それらが老朽化した状況を踏まえ、５スライド目、地

域協議会の設立についてまとめさせていただいている。

これまで東寺方複合施設の老朽化対策については、地域

との対話を通じて地域と合意形成しながら進めていきた

いと考えていた。しかしながら、老朽化が進行している

という中で、なるべく早期に合意形成を図って整備を進

めていきたいと考えている。そのため、確実な合意形成

を図っていく手法として市から地域の方々に対して地域

協議会を設立してほしいという呼びかけをさせていただ

いた。その呼びかけに応じていただいて、地域の方々、

特に東寺方自治会長、施設の存続の会の会長の２人が発

起人となっていただき、市民15人の委員で構成される地

域協議会が設立されたところである。 

 ６スライド目であるが、その地域協議会の設立趣意書

から引用させていただいている。地域協議会の設立趣意

書は市がつくったものではなく、この地域協議会がつく

ったものであるが、地域の将来を見据えた持続可能で活

力あるまちづくりを実現するため地域住民の意見を反映

した公共施設の整備が必要である、一方で老朽化が深刻

であるという中では、下のほうにあるが地域にとって本

当に必要な機能とは何かを住民自ら主体的に考え提案す

ることが重要であるということで、この地域協議会を設

立していただいたという流れである。 

 ７スライド目に移るが、地域協議会の委員名簿を載せ

させていただいている。 

 ８スライド目であるが、前回も説明をさせていただい

たがパートナーシップ協定の内容についてまとめたもの

である。こちらは前回も説明させていただいたので割愛

をさせていただく。 

 地域協議会の皆さんに何をしていただくのかというと

ころであるが、９スライド目に書いているとおりである。

東寺方複合施設の整備方針の案を作成して多摩市長に提

出していただきたいというお願いをさせていただいてい

る。整備方針案に何を書くのを下にまとめている。将来

に向けた施設像、求められるサービス・機能、管理運営

の考え方、整備手法、スケジュール、それぞれを検討し

ていただきたいというお願いをさせていただいている。 

 市として考えたスケジュールが10スライド目である。

地域協議会にもこちらをお示ししている。当然地域の

方々の会議体になるのでこのとおり行くかどうかは今後

もわからないところであるが、これまで第１回、第２回、

そして第３回の会議が終わっている。また、第２回が終

わった後に、中間報告会として地域の方々に地域協議会

の委員さんからご説明をする機会を設けたところである。 

 これまでずっと将来に向けた施設像、求められるサー

ビス・機能、管理運営の考え方の検討段階に当たってお

り、特に求められるサービス機能について話し合ってき

たという段階になる。今後は、整備手法について徐々に

入っていきたいと考えているところである。最終的に地

域協議会に整備方針案を作成していただいて多摩市長に

提出していただき、多摩市としてはその整備方針案を尊

重していくという考え方でいる。 

 11スライド目であるが、これまでの会議で行った内容

について概括的にまとめさせていただいているものにな

る。詳細は地域協議会ニュース等で書かれているとおり

で、添付している資料があるが、第１回では、地域協議

会の設立からパートナーシップ協定、また地域に求める

サービス・機能の意見交換、意見聴取等を行った、第２

回についても、所属団体等への聞き取りをした結果も含

めて、各委員から再度の意見聴取を行ったところである。 

 ③とあるが、地域の方々に対して地域協議会の委員が

これまでの検討状況について説明をして意見聴取を行っ

たところである。先日８月30日は第３回の地域協議会が

開催されたところである。その中でも、中間報告会でい

ただいた意見も含めて改めて意見交換をしたところであ

る。 

 以降は参考で、中長期のスケジュール、公共施設に関

する市の考え方をまとめさせていただいている。 

 次の資料をお開きいただきたいと思う。こちらが７月

12日に開催した第２回の地域協議会の開催結果である。

「地域協議会ＮＥＷＳ」２号という形でまとめさせてい

ただいており、こちらは施設内に掲示するとともに保管

もさせていただいており、近隣の自治会に配布をさせて

いただいているところである。 

 表のページで、様々いただいた意見を書かせていただ

いている。多世代で交流できる場が欲しい、地域にとっ

て身近な施設にしてほしい、悩みなどを相談できる人が

いてほしい、放課後に遊べる場所が欲しい、様々ご意見

をいただいたところである。 

 裏のページでは、テーマごとに分けてまとめさせてい

ただいている。コミュニティについて、また子どもの居

場所について、一番下であるが図書館についてご意見を

いただいたところである。 

 続いて、最後の３つ目の資料をお開き願う。中間報告
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会の開催結果についてまとめた資料である。８月９日午

前中に、総合体育館で開催をさせていただいた。地域住

民の方々19人に参加していただいたところである。説明

者は地域協議会の委員の方々、また市役所の担当者とい

うことで私からも説明をさせていただいた。開催目的は、

地域協議会のこれまでの検討状況を報告するとともに、

地域住民から意見を聴取するということを目的に開催さ

せていただいた。当日その場でいただいたご意見は１ペ

ージ目のとおりである。例えば子どもの居場所について

の意見が比較的多かったところである。２つ目のところ

であるが、例えば市全体で不登校の児童がふえている、

児童を受け入れて相談できる場所を確保することが時代

に合っていると思うという話、子どもの居場所の中間ぐ

らいか、児童館のあり方基本方針の見直し検討も含めて

考えてもらいたいというようなご意見もいただいたとこ

ろである。 

 次のページであるが、当日アンケート用紙をお配りさ

せていただき、アンケート用紙に書いていただいたもの、

またオンラインでアンケートに答えていただいたもの、

計20件あった。参加していただいた方は19名であったの

で、もしかしたらお一人重複して回答している方もおら

れるかもしれないが、20件のご意見をいただいた。アン

ケートの中では、年代や住所・町の名前、本日の中間報

告会に関するご意見・ご感想、あと東寺方複合施設に関

するご意見ということでいただいている。特に今回いた

だいたご意見の中では、一番右列のところが重要かと思

うので、そちらについて何点かご説明させていただきた

いと思う。ナンバー３の70代の落川の方であるが、東寺

方の人と人との思い合い、助け合い、譲り合い、地域の

支え合いのある複合施設を望むというご意見。また、ナ

ンバー７の方、40代貝取１丁目の方であるが、児童館を

残すことは必須条件という強いご意見をいただいている。

また、９番の方から、市基本方針は市民の要求実態に合

わせ見直すべきだというご意見をいただいた。 

 次のページ、３スライド目である。一番上のところ、

ナンバー10の方であるが、入り口の暗さやトイレ等の古

さが改善されるとよいというご意見をいただいた。また、

中間のところ、図書館の職員の対応は大変すばらしいと

いう非常にありがたいご意見をいただいた。その下、15

番目であるが、図書館について開館時間の延長を求める

ということで、５時で閉まっている閉館の時刻をもう少

し延長してほしいというご意見であった。４スライド目

の一番上、ナンバー16のところであるが、箱の中の下、

入り口が入りづらい、何となくお年寄りの場所というイ

メージがあるのでみんなが入りやすい場所になったらよ

いというご意見、様々なご意見をいただいたところであ

る。 

 説明は以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いいじま委員。 

○いいじま委員 いろいろと進めていただいて本当にあ

りがとう。自分も８月９日の中間報告会に参加させてい

ただいた。いろいろと今地域協議会委員の方が話し合っ

てくれているので内容のことには踏み込まないが、８月

９日の中間報告会の周知が非常に悪く遅かった。自分の

ところに来たのは、まずたま広報に載ったのが８月５日

で、４日前である。あと自治会の回覧で来たが、これが

８月６日、３日前。これも本来であれば届かなかった。

自治会のメンバーの人が緊急に案内してほしいというこ

とで、ふだんはないが１件１件回って配付していただき、

それでようやく届いた、普通の回覧だったらとても間に

合わなかった。地域協議会ニュースも今回あって載せて

いただいていると思うが、それも今回発行は７月31日で、

そこで載っている。ただ、この地域協議会ニュースも、

自治会の回覧的には先ほど言ったように８月６日、３日

前で、ほかの手段でも学校も夏休みに入っているし、学

校のメールで回っているわけではないし、地域でも、児

童館に掲示してあるのかもしれないが、なかなか市民が

見るところに行き届いていない。あまりにも周知がなさ

れていなかったのではないかと思うが、その点はいかが

か。 

○萩野資産活用担当課長 周知が足りなかったというと

ころを重く受け止めさせていただきたいと思う。地域協

議会の会議を市としてもサポートしている中で、我々も

言っているつもりになっていたところがあり、作業も少

し遅れてしまったところは確かにある。今後ともこのよ

うなことがないように注意をさせていただきたいと思う。 

○いいじま委員 今後11月29日にやると決まっているの

で、その辺の周知はこれからしっかりとやっていってい

ただきたいと思う。 

 あともう一個であるが、中間報告会に出てアンケート

結果を見ると、１番目に50代の和田の方が載っていてこ

れは自分だと思うが、本当に地域協議会の３名の方から

ご報告があり、非常にわかりやすい内容でご報告いただ

いた。よく考えていただいているなと思った。アンケー

トも取っていただき、その意見もよくまとめていただい
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ているかと思った。その後質疑応答があったが、私は当

然中間報告会を開くのは地域協議会の方で、職員の方に

も同席していただき、一般の我々何も知らない者たちが

ここはどうなのかと聞いて答えることを想定していたの

であるが、何と地域協議会の委員の方々が市に質問をす

るというやり取りが続いて、多分地域協議会の委員の方

と市の職員の方で、擦り合わせと言うと言い方が悪いか

もしれないが、きちんと話し合いながら物事を進めてい

ないのかと、非常に心配になった。アンケートでもこの

ことを書いておいたが、その点は省略されてしまってい

る。先ほど市民の意見がいろいろあると挙げていただい

たが、あの辺は地域協議会の委員の中でも思っている方

が少なからずおられる。その地域協議会の委員の方と市

側の所管課が、以下地域協議会に全部任せているとはい

え、ある程度話しながら進めないと、まとまるものまと

まらないと思う。その点をどうお考えになっているかお

聞きして終わる。 

○萩野資産活用担当課長 今の指摘はごもっともだと思

う。会長・副会長さんと事前に打ち合わせをしてはいる

が、この中間報告会自体が２回の会議の結果、話し合っ

た内容をお示しするという中で、２回それぞれ２時間ず

つ会議を行っているが、まだまだ言い足りないところも

ある、議論の足りないところもあるという中で、地域の

方々にその状況も含めて、その途中経過をご説明すると

いう趣旨で開催をさせていただいたところである。その

ため、地域協議会委員の方々もまだまだ市の施策がわか

ってないところ、市の考えをわかっていないところもあ

る中で、我々も全て話し切れてはいない、資料として出

してはいるがご理解いただけていないという中で、この

中間報告会を開催したところである。今後も話し合いは

継続させていただいて、中間報告会をもう１回させてい

ただき、結果報告会も含めて準備していくが、委員の

方々が不完全燃焼にならないように、まずは市の我々の

考えもご説明をしながら、共にこの施設を良くしていき

たいという思いは共有しているつもりであるので、話し

合いをしていきたいと考えている。 

○いいじま委員 ぜひそこは話し合って進めていただき

たいと思う。特にその地域協議会が始まる前、コミュニ

ティ施設の今後のあり方に関する基本方針、児童館の今

後のあり方基本方針もあり、我々これに縛られなければ

いけないのか、それとも我々が話し合ってこれを変えて

いけるのか、その辺でいろいろ複雑に思っておられる委

員の方が多いと思う。だから、その点もしっかりよく話

していただいて、中には結局基本方針に縛られなければ

いけないなら話し合ってもしようがないではないか、意

味ないだろう、結局市の言うとおりになる、言われると

おりにやらなければいけないのではないかという意見を

やはり聞く。そこのところは地域協議会の方ともしっか

り話しながら今後進めていただきたいと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 では、協議会事項７番、アセットマネジメント計画策

定に向けた市民フォーラム「公共施設のミライ ～ミラ

イへつなごう、みんなの公共施設～」の開催結果につい

てを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○萩野資産活用担当課長 アセットマネジメント計画策

定に向けた市民フォーラムの開催結果についてご説明を

させていただく。２スライド目から６スライド目までは、

市民フォーラムで説明させていただいた主要なところを

まとめさせていただいている。６月議会で骨子としてご

説明をしたものから抜粋させていただいているところで

ある。したがって、説明は割愛をさせていただくが、６

スライド目をお開き願う。目指すミライの姿～2040年代

の多摩市～というところで、こちらはアセットマネジメ

ント計画を考える際のたたき台としてイラストにまとめ

させていただいたものになる。多摩市の地図の中で様々

公共施設がある中、地域の方々が生き生きと活動する姿

を、このような絵にまとめさせていただいた。こちらは

市民フォーラムの中でもご説明をさせていただいたので、

この場でもご説明をさせていただいた。 

 ７スライド目であるが、市民フォーラムの開催結果に

ついてである。７月28日と８月３日、それぞれ関戸公民

館と中央図書館で市民フォーラムを開催させていただい

た。登壇者は、市長と都立大の饗庭教授、讃岐助教授、

計３名である。流れとしては、市長よりアセットマネジ

メント計画の骨子を説明させていただき、後半で三者の

鼎談、また会場内の意見交換を行ったという形である。

参加者数は計54名で、７月28日が24名、８月３日が30名

であった。参加者の年代層と居住地域については、示し

てあるとおりである。年代層については、60代70代の方

が比較的多かったかと思うが、40代50代の方もかなり多

く来ていただいたと捉えている。また、無作為抽出で参

加を呼びかけさせていただき、全体として21名の方々が
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無作為抽出で参加をしていただいたという形になる。昨

年７月に「みんなで一緒に考えよう、公共施設のミライ」

というイベントも開催させていただいたが、そこから引

き続き参加していただいたのが６名であった。 

 次のページ、８スライド目であるが、鼎談の主な内容

をまとめさせていただいた。７月28日は、讃岐助教授が

ホストになっていただき、テーマが「民間活力の活用」

というところでご議論をいただいたという形になる。そ

の中では、１つ目が、地域によって答えや考え方が異な

るので、各地域での市民参加と議論を大切にし、地域に

応じた最適な施設のあり方を追求していくことが必要と

いうご意見をいただいた。また、３つ目であるが、公民

館は社会教育、コミュニティセンターは市民活動、性格

は違うが両者とも利用自実態は貸し館的要素が強い、両

者を混ぜていくことも検討すべきというご意見をいただ

いた。また、民間活力の活用という中では、民間団体が

永遠に事業展開できるわけではないというご議論の中で、

民間団体の新陳代謝は非常に早いことを理解し、市民が

自分たちで手を挙げられるようにしていくことが大切で

あるというご意見をいただいた。また、８月３日は、今

度饗庭教授にホストになっていただき、「市民の暮らし

方」というテーマで話し合っていただいた。その中では、

新しい住民にとって公共施設はそのまちの入り口になる

というご意見、わくわくできる場ほっとできる場として

いきたいというご意見、３つ目であるが、一人で楽しむ

人がいる一方で、一人で困る人もいる、その人たちを公

共施設につなぎたいというご意見、最後であるが、若い

人たちを公共施設に引きつける魅力づくりが今後とも必

要というご意見をいただいた。 

 ９スライド目については、会場で出たご意見である。

様々ご意見をいただいたが、計画全般に関して、ハード

面ではなく提供するサービスや機能に焦点を当てていた

だきたいというご意見、また「アセットマネジメント」

という言葉がわかりにくいというご意見もいただいてし

まったところである。今後素案をつくっていくが、そこ

ではもう少し補足説明ができればと考えているところで

ある。また、個別施設に関しても様々ご意見をいただい

た。一番下、パルテノン多摩に市役所機能があってもよ

いのではないかというご意見があった。第三小学校の敷

地内複合化、こちらは学童クラブやコミュニティセンタ

ーも含めて検討していきたいという説明をさせていただ

いたが、そちらについて画期的というご意見をいただい

たところである。 

 また、その後行ったアンケート調査でも様々ご意見を

いただいたが、例えば１つ目、本計画とその他の計画

（都市計画マスタープラン等）との関係を明確にしてほ

しい、このようなマネジメント計画の骨子や話し合いの

場を持つことは大切であるいうご意見をいただいた。点

の４つ目、人口が減少している中、統廃合は致し方ない

のではないかというご意見、また民間との統廃合も含め、

「行政全体のアセットライト」という表現を使われてい

るが、資産の保有を抑えて財務を軽くすることを検討し

てほしいというご意見をいただいた。その他様々なご意

見をいただいたところである。 

 最後の11スライド目、今後の計画策定のスケジュール

をまとめている。12月議会では計画素案をこちらの総務

常任委員会でご説明させていただきたいと考えている。

その後、市民説明会やパブリックコメントを開催し、３

月議会で新計画をこの常任委員会でお示しできればよい

というスケジュールで考えているところである。また、

４月以降は、この新計画に基づく取り組みを開始してい

く予定でいる。 

 添付している資料は、市民フォーラムでグラフィック

レコーディングを入れたので、その内容をつけさせてい

ただいている。お時間のあるときにご確認いただければ

と思う。説明は以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 この際、協議会を暫時休憩する。 

午後０時04分休憩 

             －          

午後１時05分再開 

○小林委員長 休憩前に引き続き協議会を再開する。 

 それでは、協議会事項の８番、「協創」推進の取り組

みについてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○田島協創推進室長 協議会資料の８をご覧いただけれ

ばと思う。こちらについては「協創」推進の取り組みに

ついてということで、定期的に総務常任委員会でご報告

をさせていただいているところである。全体としては、

そちらの１番から４番について順番にご説明をしていき

たいと思う。 

 ２ページ目は、これは毎回お出ししているが協創とは

ということで、令和６年４月１日から多摩市自治基本条
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例にこちらの規定を盛り込ませていただいた。協創とは、

改めてのおさらいになるが、多世代にわたる参画、多分

野における協働である。参画・協働については多摩市自

治基本条例制定時から取り組んできたところであるが、

こちらを多世代・多分野に広げていくということで、紫

の部分になるが、誰もがつながり合える、国の言う多世

代共生型のコミュニティをつくっていきたいと思ってい

る。これをいろいろな分野、いろいろなエリアでつくる

ことによって、ピンクの部分、様々な地域課題の解決、

新たなまちの魅力や価値の創造につなげていく、ここま

でが「協創」の定義である。これを実現していくために、

水色の部分、市の執行機関が必要な環境整備を行ってい

くというところを条例第24条に盛り込んだ。具体的には、

こちらの実現するための仕組みや仕掛けづくりに取り組

んでいるところである。この仕組みや仕掛けづくりにお

いて３つの視点を持って取り組んでいる。それが、地域

を支える、地域をつなぐ、地域の中で新たな人材を掘り

起こしていくというところである。 

 次のページ３ページが、今申し上げた３つの視点ごと

に、令和７年度からについては、６個の仕組み・仕掛け

づくりに取り組んでいるので、順に①から⑥までご説明

をしたいと思う。 

 まず４ページが、①の協創職員制度になる。この協創

を実現するために、職員制度として協創のための制度設

計をしているところである。枠にあるが、協創スタッフ、

こちらは協創推進室を令和６年度からつくっていただい

たが、この職員が担う役割、今年度から本格実施をして

いるところがこの赤丸の協創サポーターになる。まだ手

をつけられていないが、（仮称）シニアサポーターとい

う制度に今後取り組んでいきたいと思っている。協創ス

タッフについては、そちらの青丸のところにあるが、職

務内容として、先ほど申し上げた３つの視点から、支え

るという点では、行政側の窓口になっていろいろな地域

の情報を収集・提供したり、また庁内の中での調整役に

なること、つなぐという点では、様々な地域に出ていっ

て地域との関係づくりをしたり、いろいろな団体・人同

士のネットワークをつくっていったりすること、さらに

掘り起こすという点では、様々今地域の人材不足、担い

手不足が課題になっているが、そういった新たな人材の

発掘、またその育成について取り組んでいきたいと思っ

ている。今回ご紹介したいのは協創サポーター、赤丸で

あるが、こちらについては若手職員を対象とした研修制

度として取り組んでいる。若手職員が研修の中で地域に

出ていく、いろいろな地域のイベント等に参加、また地

域の活動を支援することを通じてスキルアップ、能力育

成につなげていきたいと思っている。昨年度試行で募集

を公募し、11課17名の職員に参加してもらったが、今年

度からは基本的には入庁２年目の職員を対象に始めてい

るところである。 

 次のページ、５ページ目が、今申し上げた協創サポー

ターである。昨年①②③と、今年度は３層で行っている

が、①が今申し上げた昨年度である。こちらは事務従事

という形で行ったが、17名に参加してもらい、今年度継

続希望が10名いたので、10名については引き続き事務従

事という形で大体年間４回程度地域に出てもらっている。

これが緑の部分である。 

 オレンジの部分が、今申し上げた入庁２年目の職員。

対象が今年度34人いるが、そちらの職員についても年間

４回ほど地域に出ていってもらっている。ここで２年目

職員については、７月の終わりからいろいろな地域で夏

祭り等が始まったので、そこから本格的にスタートして

いるところである。 

 黄色の部分が入庁１年目の職員、対象が53人ほどいる

が、こちらについては講義１回である。試しという意味

もあるので、年間の中で、こちら９月以降スタートする

予定であるが、年間１回は地域に出てもらうという制度

を今年度から本格実施しているところである。 

 次は、６ページ目、②である。今年度予算をいただき、

地域協創市民活動事業補助金と長いので、こちらはつな

がると多摩市で「ツナたま補助金」と愛称で申し上げて

いるので、「ツナたま補助金」で統一して説明させてい

ただくが、これについてはそちらにあるように総合計画

の中でも多世代共生型のコミュニティを推進していく、

さらに、その施策の方向性の中でも地域の人材を発掘・

育成する仕組みや仕掛けに取り組んでいくことを受け、

こちらは赤字で書いているが、新たな地域の中の新しい

取り組み、新しく参画する方をふやしていくための仕掛

けとして、今年度から実施している。こういった新たな

事業に市で補助することで、これまでの既存の活動を活

性化したり、新たな担い手の掘り起こしにつなげていき

たいと思っている。コースとしては、今年度ツナコース、

こちらはテーマを設定させてもらい、地域共助の可視化

につながるような事業に対して50万、たまごコースは、

地域で新たな多世代・多分野につながるきっかけになる

ような新たな事業に対して、５万円を上限に補助金を出

している。募集を７月末まで行い、先日、８月の末に審
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査・プレゼンテーションを行った。この９月から来年１

月までの５か月間に事業を実施してもらい、３月に協創

フォーラムの中で報告をしてもらう予定である。 

 次の７ページ目、先日行った公開プレゼンテーション

の内容を記載しているが、最終的に採択した事業、下に

書いているがツナコースで１団体、たまごコースで５団

体を最終的には採択させていただいた。今ちょうど各団

体と、今回こちらの事業について伴走支援をしていくこ

とにしているので、伴走支援のあり方等について、ちょ

うど今日この後からヒアリングを始めていく予定である。 

 続いて、８ページ目が、３つ目の中間支援機能を担う

団体による伴走支援ということで、これまでも令和２年

から実践モデル的に行ってきたが、今年度もこの４つの

エリア、東寺方、諏訪、青陵中、東愛宕中といったエリ

アで、３つの団体、中央大学中村ゼミ、ＭｉｃｈｉＬａ

ｂ、コミュニティネット協会と、次に申し上げるような

エリアミーティング等の開催、様々な拠点を中心とした

誰でもカフェの企画等を通じて第三者による地域支援の

あり方についても引き続き検討していきたいと思ってい

る。下に書いたが、今年度から新たに連光寺と百草団地、

これはいずれもコミュニティ会館があるエリアであるが、

こちらについても令和７年度からエリアミーティングを

やっていく予定であり、９月20日に連光寺でエリアミー

ティングをやる予定である。百草団地については12月を

予定している。 

 ４つ目の仕組み・仕掛けが９ページ、10ページ目にな

るが、多活動マッチング型の地域プラットフォームであ

る。地域の中に様々な人や団体同士がつながり合える場

をつくっていくということで取り組んでいる。９ページ

目にあるのは、以前東寺方小学校の中でアンケートした

内容等を書いてあるが、このアンケートの中でも、関心

はあるが地域でまだ活動に至ってないという方が40％ぐ

らいおられることがわかっている。ほかのエリアでも同

様なアンケートをして大体同じような数字だったので、

実際に活動している方が10％、１割ぐらいで、関心層と

言われている、関心はあるが行動に移していない方が

40％、それ以外にあまり関心がない方が５割ぐらいおら

れるということで、この関心層と言われている市民向け

に無作為抽出で、関心層の方だけを抽出するわけにはい

かないので、ある程度エリアの中で2,000人ぐらい抽出を

して、無作為で呼びかけをして、エリアミーティングを

やっている。このエリアミーティングに出てきていただ

いている時点で、そういった方は市の呼びかけに応えて

いただいてワークショップに出ていただいているので、

おおむね関心層と捉えているが、関心層と言われている

方同士が地域の中で行うワークショップ等を通じてつな

がり合う、知り合う、そういった場を市で提供すること

でさらにいろいろ新たな取り組みをしていただく、既存

の団体と一緒に何かを始めるといったところにつなげて

いきたいと思って取り組んでいる。考え方としては、右

にあるが、10の活動をする１人よりも１の活動するを10

人ということで、これまで団塊の世代の方々を中心に地

域のリーダー的な役割を担っていただいた方で、今も元

気でやっていただいている方もおられるが、これからは

そういったリーダーを養成していくというよりもプレー

ヤーとなってやっていただけるような方をどんどんふや

すような取り組みにつなげていきたいと思っている。 

 10ページ目が、今申し上げた地域の中のプラットフォ

ーム、つながり合う場づくりを図式化して、かつこれは

青陵中という豊ヶ丘・貝取地区を例に置いたものである。

こういったエリアミーティング、今申し上げたように無

作為で呼びかけた市民の方に集まっていただいてこうい

ったワークショップを行っていくことでさらに既存の活

動していただいている団体にも、そちらを回りに置いて

いるが、福祉系の団体、コミュニティ系、子ども系、防

災・防犯系といったもう既に活動されている方、活動層

の方にも入っていただいて、新たな市民の方々、関心層

と言われている方々が様々新たな市民同士でつながり合

った新しい活動をしていっていただき、既存の団体と連

携した活動につなげていきたいということで行っている

ところである。今後については、もっとエリアをふやし

ていくと同時に、多活動マッチング型のプラットフォー

ムをもう少し連携型、協議会型といったある程度組織に

近い形のプラットフォームにしていくことも今後考えて

いきたいと思っている。 

 次の11ページ目が、５つ目の仕組み・仕掛けで、多世

代共生型のコミュニティ施設の整備ということで、こち

らは昨年度２月にコミュニティ施設の今後のあり方に関

する基本方針を市として決定させていただいた。今ある

豊ヶ丘、諏訪、東寺方の３つについては、地区市民ホー

ルと老人福祉館を併設した複合館が３つほどあるが、か

なり老朽化が進んでいる中で、これから大規模改修に入

っていく時期を迎えている。この大規模改修を機に、今

後については多世代で利用できるようなコミュニティセ

ンターまたはコミュニティ会館に機能転換していくとい

う方向を今持っているので、この３館については、進度
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は違うが取り組みを始めているところである。豊ヶ丘に

ついては、以前から地域の方とも話し合いを通じて行っ

てきて令和７年３月に整備方針を決定したので、今次の

段階の基本計画づくりに取り組んでいる。ちょうど９月

６日、先週の土曜日に１回目の住民ワークショップを行

ったところである。豊ヶ丘については、来年の８月ぐら

いを目途に基本計画をつくっていく予定である。諏訪に

ついては、老朽化している中で仮の施設に移転していく

方向で検討しているので、こちらもちょうど昨日、住民

の方、特に利用されている方を中心とした説明会を行っ

た。また、19日に２回目の説明会を行っていく予定であ

る。東寺方については、先ほどの案件で説明をさせてい

ただいたので割愛させていただくが、８月30日に３回目

の地域協議会を行ったところであるので、今年度こちら

の地域協議会から整備方針の報告を受けて、市として決

定していく予定である。 

 最後、６番目の仕組み・仕掛けとして、地域共助が可

視化できるツールをつくっていきたいと考えているが、

こちらについてはまだ市として直接取り組みに着手でき

ていないところがある。先ほど申し上げたツナたま補助

金の中でも地域共助の可視化につながる事業としてテー

マを設定し、今回提案をいただいた事業があるので、そ

ういった事業等を含めて今後検討していきたいと思って

いる。 

 次が13ページ目、こちらは３つ目のお話として、今第

９期の自治推進委員会を行っているところである。第８

期の自治推進委員会から答申をもらったのが令和５年度

になるので、その後、先ほど申し上げた協創という考え

方を条例にも盛り込み、協創推進室をつくってきたとこ

ろである。令和６年度、令和６年11月に第９期の自治推

進委員会を設置した。上にあるが、青の部分と緑の部分、

２つ諮問をさせていただいたところである。令和６年６

月に地方自治法が改正されて９月から施行されているが、

下に書いているが新たに第260条の49という条項が追加さ

れた。特に49の１項が、地域の多様な主体と市町村につ

いては協力をしていくという義務規定が設けられた。赤

字のところだけお読みすると、「市町村は、地域の多様

な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、

住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしな

ければならない」といった地域の多様な主体との連携協

力義務と言われているものが追加されたので、多摩市と

してもこういった義務を履行する必要がある。さらに、

２項以下で「指定地域共同活動団体制度」という新たな

制度が設けられた。こちらについては、条例を制定する

ことで市町村は新たな制度を導入できるという、これは

義務ではなくできる規定であるので必ず行うわけではな

いが、多摩市としてこういった指定地域共同活動団体制

度という新たな制度を活用していくかどうかについて今

自治推進委員会に、青の部分に書いてあるが諮問をさせ

ていただいているところである。緑の部分は、今申し上

げたような仕組みや仕掛けについて評価、提言をいただ

くということを併せて行っている。 

 次のページ、14ページ、第９期の自治推進委員会を５

回ほど行ったが、その中で特に諮問している事項、多摩

市として様々な地域で活動している多様な主体との連携

協力義務をどのように果たしていくのかについて今議論

しているところである。赤字で出ているところがキーワ

ードになるようなところで、黒字が意見等を抜粋したと

ころであるが、キーワードとしては、多様な主体と、少

なくともこういった連携協力体制を構築することが市町

村の義務として課せられているというところと、こうい

った新たな関係、体制をつくっていく際には多摩市らし

さを生かしていく必要があるのではないかということを

今議論しているところである。また、先ほど申し上げた

リーダーを養成するよりもプレーヤーを養成する必要が

あるだろうということと、多摩市の一つの特徴として関

心層と言われる市民の方がこれまでのアンケートの中で

４割ほどおられるので、こういった方々にアプローチし

て、こういった方々に活動層になっていただくような、

発掘・育成していくような仕組みをつくっていく、これ

で活動層の割合をふやしていくことが必要ではないかと

いう議論をしているところであるので、論点として、一

番下の枠の中に書いているが、多摩市らしさ、今いろい

ろ多摩市らしさとしては意見が出ているが、ニュータウ

ンがあるということと、コンパクトシティーといったあ

る程度のエリアの中にまとまった人口密度、事業者もお

られる。また関心を持っている市民の方の割合が高いと

いった多摩市らしさを生かして、様々な多世代の市民の

方、分野横断的な団体等の連携が取りやすいような仕組

みの構築が必要ではないかということで、先ほど申し上

げたような地域のプラットフォームを、今多活動マッチ

ング型ということで緩やかに行っているが、もう少し組

織的な協議会型、連携型のプラットフォームに発展させ

ていく必要があるのではないかといった議論を今してい

るところである。 

 最後の15ページ目、今後のスケジュール等になるが、
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この赤の線を引いたところが今ちょうど令和７年度の９

月時点になる。今後については、先ほど申し上げたツナ

たま補助金であるが、この９月から１月までが事業を実

施していただく期間になるので、その後３月には協創フ

ォーラムを行う予定で、そこで報告をいただく予定であ

る。また、今申し上げた自治推進委員会についても、こ

ちらは２年間の任期であるが、前半で先ほど申し上げた

諮問事項について中間答申をいただくことをお願いして

いるので、12月ぐらいに中間答申をいただく予定である。 

 それを受けて市としての指針を見直していきたいと思

っている。また、下に書いたが、総務常任委員会の２年

間のテーマの中でも、私ども協創推進室にかなり密接に

関わるようなテーマをいただいているので、10月23日・

24日に名古屋市、高浜市に視察に行かれると伺っている

が、そちらに協創進室の職員、私と係長を同行させてい

ただこうと思っている。説明は以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いぢち委員。 

○いぢち委員 それでは、まず７ページ目のところのツ

ナたま補助金についてである。ツナコース１とたまごコ

ース５、これだけの事業がもう立ち上がっているという

ことであるが、特に「つなたま掲示板」であるが、具体

的にどういうことをやるものなのか。それから、これは

前ページの補助金を受けての事業だと思うが、それにつ

いて年限はどうなっているのかを伺う。 

○田島協創推進室長 まずツナコースで採択された「つ

なたま掲示板」については、市でテーマを設定させてい

ただいている。ツナコースについては地域協働の可視化

につながるような事業ということでお願いしたところで

ある。先ほど申し上げたツールをつくっていくことも将

来的には行っていきたいと思うが、今回については様々

な地域で活動している団体さんがいろいろな事業等を行

っている、それを今市内の掲示板等に掲示しているとこ

ろであるが、なかなかそういった掲示板を活用し切れて

いないような団体さんが多く見られるということで、こ

ちらは東京ロイヤル株式会社から今回提案をいただいた

が、そういった掲示板を使って自分たちが行っているよ

うな活動を周知しやすいような掲示板用のチラシ等をつ

くっていくお手伝いをしていくというところを今回「つ

なたま掲示板」ということでご提案いただいた。今シス

テムをつくっていただいていると伺っているところであ

る。特に高齢者の団体等、自分たちの活動を外部に向か

ってアピールすることがなかなかし切れていないところ

のお手伝いとして、自分たちの活動をまずは紙の掲示板

に、市内25か所に多摩市は掲示板を持っているが、そう

いったところに掲示できるようなポスターチラシ等をつ

くる、さらにそういったものをチラシで配布するような

ことをお手伝いするというのが、今回の「つなたま掲示

板」の内容である。 

 あと、年限というところがよくわからなかったが、今

年度については、先ほど申し上げた９月から１月までが

補助事業の実施期間になるので、今年度はまず１回やっ

てみようと思っている。また、来年度についても、今後

来年度予算で要求があるが、また来年度令和８年度とし

て補助事業を行っていく予定である。 

○いぢち委員 少し曖昧な聞き方をしてしまったが、ま

ずは今のお話だと、私はデジタル的なものか思ったが、

本当にアナログに掲示板に貼っていくお手伝いをする。

今たまごコースで例えば５つ挙がっているが、具体的に

こういうところでこのようなチラシをつくりたい、ポス

ターをつくりたいと言ったときに手伝ってくれることな

のかというのが一つと、年限というか、この補助金でサ

ポートしてくれるのが１月までだとしても、そこから先、

特にたまごコースであるが、これは継続的にこの方々の

意思によってつなげていけるものなのか、それとも１月

で一回おしまいになるのか、どういうことなのか。 

○田島協創推進室長 特に年限であるが、実際に今回補

助金をお出しするのは一回になるので、ここで補助金の

金額については各団体に交付したいと思っている。実際

に行っていただく予定としては１月末までという期限を

切っているが、さらに、こういったたまごコース、ツナ

コースで活動していただくような場面については、今回

一つの売りとして考えているのが市が伴走支援をしてい

くということであり、継続して行うような場合の伴走支

援については特に年限を切っているものではないので、

２月以降についても継続事業等がある場合については一

緒に市で先ほどの協創スタッフなりサポーターを入れて

いくことをやっていきたいと思っているし、先ほど申し

上げたツナコースでやっていく「つなたま掲示板」につ

いても、当然たまごコースで採択された事業についても、

この掲示板の活用については促していきたいと思ってい

る。 

○いぢち委員 あともう１点、８ページのエリアである。

新エリアがもう既に２つ掲げられているが、その後のス

ケジュールと、新エリアに関しては今年エリアミーティ

ングを始めるということで理解しているが、このあと例
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えば毎年２つずつこういった地域から順次開催されてい

くのか。その順番というか、何か今考えておられること

があれば伺う。 

○田島協創推進室長 エリアについては、８ページに書

いているが、これまで順次ふやしてきた。今現在エリア

ミーティングを開催して中間支援機能を入れているのが

４エリアになる。エリアの考え方についてもある程度も

う少し固めていかなければいけないと思っているが、基

本的にはこれまでは小学校区、中学校区ということで、

既存地区については小学校区、ニュータウンについては

中学校区単位で行ってきた。今回新エリアについてはも

う少し小さなエリアで、連光寺コミュニティ会館は連光

寺にあるが、おおむね連光寺小学校という小学校エリア、

中学校で言うと聖ヶ丘中学校のエリアであるから連光

寺・聖ヶ丘地区になるが、もう少し小さい単位でやって

みようというのが連光寺。さらに百草団地は、コミュニ

ティエリアで言うと和田・東寺方エリア、小学校区で言

うと第二小学校の学区になるが、百草団地はご案内のと

おり1,000世帯ぐらいの小さなエリアであるし、高齢化も

進んでいるところであるので、かなり課題が多くあろう

かと思っている。こういったエリアの中で、あまり割合

としては多くないが若い世代の方に呼びかけをしてエリ

アミーティング、先ほどの関心層の呼び込みをしていき

たいと思っている。将来的には第六次多摩市総合計画に

合わせて総合計画の実施期間中に、今想定しているのは

10なり11エリアが市内全体のエリアの数と考えているの

で、市域全体にこういった取り組みを広げていきたいと

思っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。いいじま委員。 

○いいじま委員 諏訪の老人福祉館であるが、昨日も説

明をされていると思うが、その内容について簡単で結構

であるからお願いする。 

○田島協創推進室長 諏訪については、先ほど申し上げ

た２月に決定した基本方針の中で、今かなり老朽化が進

んでいて耐震基準が満たされていない状況にあるので、

一度仮の施設に移ろうと考えている。ただ、今諏訪体育

館という諏訪５丁目の都営住宅の中に今使用していない

集会施設があるのでその仮施設を使い、地区市民ホール

という機能だけは仮施設に移そうと思っている。老人福

祉館という現施設の機能は仮施設に移転する時点で一旦

廃止していきたいと思っているが、まずは仮施設として

地区市民ホール機能をそちらの「諏訪会館」と言ってい

る集会施設に移していくという方向性について昨日は説

明をさせていただいた。また将来的には、この基本方針

の中でも申し述べているが、あちらの馬引沢・諏訪エリ

ア、また隣接する永山エリアについては、コミュニティ

センター・コミュニティ会館が整備できていないエリア

になっているので、将来的にはあのエリアである。諏訪

４丁目・５丁目で都営住宅の建て替えが今行われている

し、永山４丁目でもＵＲの団地再生事業がこれから始ま

るので、そういった近隣の環境整備に併せて将来的には

コミュニティセンターないしはコミュニティ会館を整備

していくことを昨日説明させていただいたところである。 

○いいじま委員 あと豊ヶ丘であるが、また今回住民の

ワークショップがあったということで、見ていると何回

も同じことを繰り返し繰り返しやっているようなイメー

ジを聞くこともあるが、そこのところは所管としてどう

お考えなのか。 

○田島協創推進室長 言われるようにそういった声も先

日一部ではいただいたかと思っている。豊ヶ丘の複合施

設については、先ほど申し上げた11ページにも書いてあ

るが、整備方針を令和７年３月に決定した。そこまでは

全体的な方針であり、先ほど東寺方の説明をした行政管

理課で所管していた。ここで整備方針まで固まって一定

の方向性、平屋建ての1,000平米の建物にしていくことと、

新たな施設についてはコミュニティ会館と図書館にして

いく。そこまでについては整備方針の中で決まったので、

具体的に、特にコミュニティ会館でどういったサービス

や機能を提供していくかについては、次の段階の基本計

画で定めていきたいと思っている。今のところは図書館

のゾーンと、フリーで使える、貸室で使うゾーン、屋外

を中心とした屋外ゾーン、大きく３つぐらいのゾーンに

分けていろいろなサービスを展開していくというところ

までは、今まで庁内で関係する課長級の中でおおむね詰

めてきたので、その庁内案もお示しし、具体的に新たな

施設でどういったことで活用されたいか、どのように関

わっていきたいかを今回このワークショップの中で話し

合っていただいたところであるので、今回３回限定でや

っていくが、少なくとも来年の６月に行う３回目のワー

クショップの中では、そういう具体的な設計に落とせる

ぐらいのレベルの機能・サービス等について具体的な話

し合いをしていただきたいと思っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。藤條委員。 

○藤條委員 地域で協創を実現するための仕組み・仕掛

けづくりということで①から⑥まで挙げていただいてい

るが、最後の６のところ地域共助が可視化できるツール



－ 25 － 

を先ほどツナコースで手を挙げていただいた東京ロイヤ

ル株式会社さんに今お願いしているところかと思う。先

ほどお話を聞いたところによると、団体さんの情報発信

のお手伝いをするということはわかったが、そこのアウ

トプットの場所が25か所ある掲示板ということだと、そ

の掲示板を見る人に対しての発信のみで、それより外の

人、掲示板をそもそも見ない人に対してはなかなか届か

ない、それ以上の広がりが期待できないというところで

は、この⑥の取り組みをツナコースだけにお任せをして

いてよいのかという不安も覚えるわけであるが、行政と

して補完できるようなネット上での掲示板、ほかの発信

の仕方も何らか検討されているのか。 

○田島協創推進室長 言われるように今回いただいたツ

ナコースの「つなたま掲示板」の中では、どちらかとい

うとアナログ的な内容になっているので、市で想定して

いた共助が可視化できるようなツールづくりまで最終的

に到達するというのは、これだけでは難しいかと所管と

しても考えている。したがって、いただいた提案の中で

も、まずはこういったデジタルの前のアナログ版の掲示

板の情報発信をお手伝いするところから始めるという提

案で今回いただいているが、将来的にはこれをウェブに

載せたりするというところに、次の段階ではステップア

ップしていきたいというご提案もいただいているし、こ

れはあくまでも来年度以降の話でまだ全く未確定な情報

であるが、そういったところにも一部期待しているとこ

ろもある。ただ、この可視化につながる事業については、

こういった「ツナたま補助金」で提案いただくだけでは

なく、多摩市としても様々取り組みを進めていかなけれ

ばいけないと思っている。先ほど午前中に説明のあった

健幸まちづくり担当でもポイント事業を行っているが、

そういったところと連携できないか以前から内部で話を

しているので、多摩市の中で幾つものポイント事業を行

っていくよりも一つのポイント事業をいろいろな所管で

シェアするような方向で考えたほうがよいかと思ってい

るので、今後とも様々なポイント事業のあり方と私たち

が進めていきたい協創としてのツールのあり方について

連携していけるような調整をしていきたいと思っている。 

○藤條委員 様々なツール、若者会議でもたしかＬｉｑ

ｕｉｔｏｕｓのツールを使っていたり、この間私も一般

質問の中でいろいろ調べている中で、グループデザイン

さん等ツールもいろいろあるということを強く感じたの

で、ぜひいろいろな可能性を探っていただきたいと思う。

この「ツナたま補助金」は、次年度以降もまた補助事業

として２回目、３回目を考えておられるかと思うが、目

的が新規の取り組み、新しい参画者をふやしていくとい

うところだと、毎回毎回同じ事業内容のものというより

は新しいスタートアップを伴走支援していくという趣旨

だと思うが、そういった出口戦略を、例えば応募してい

ただいた方が多摩市の補助金に限らず自分たちでお金を

調達できるぐらいのプレゼン力といったものをきちんと

身につけて自走できるところまで持っていくような出口

戦略まで考えての事業なのか、展望をお聞かせいただけ

ればと思う。 

○田島協創推進室長 今日の資料で言うと３ページ目に

置いているが、全体像ということで、冒頭申し上げた協

創を進める上で仕組み・仕掛けづくりに３つの視点を置

いている。そこから今想定している①から⑥の６つの仕

組み・仕掛けに矢印を引っ張っているが、この②の地域

協創、市民活動事業補助金、いわゆる「ツナたま補助金」

については、金額はかなり少ないが支えるという点での

経済的な支援、あと掘り起こす、人材発掘・育成の視点

からの仕組みや仕掛けを考えている。特にこの掘り起こ

しという点でこの「ツナたま補助金」を活用していきた

いと思っているので、今２つのコースがあるが、ツナコ

ースはテーマを設定しているので、今後についてもテー

マ設定については検討していきたいと思っているが、た

まごコースについては、基本的には先ほど申し上げたき

っかけとなるような新たな事業展開、きっかけとなるよ

うな事業を創出することを主眼として置いているので、

何か地域で始めてみたいという方の背中を押すような補

助金として位置づけをしているから、将来的にはこれを

きっかけに様々な事業発展をしていくことも副次的には

あるかと思うが、この補助金の効果としては、スタート

アップを応援していくというところにたまごコースを置

いていきたいと思っている。 

○藤條委員 スタートアップの背中を押していただくと

いうことだと思うので、小さく育てて将来的には大海に

出てまた戻ってくるような「サケコース」もつくっても

らって、そうした方々をしっかり育てていくような制度

にしていただけたらと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 それでは、協議会事項の９番、多摩市地域防災計画の

改定についてを取り上げる。 
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 市側の説明を求める。 

○柚木防災安全課長 それでは、協議会資料９番、多摩

市地域防災計画の改定についてというところで、今回２

つほど資料をつけさせていただいている。３ページ物の

資料、あと今回多摩市地域防災計画の本編もつけさせて

いただいているが、本日については「多摩市地域防災計

画の改定について」という３ページ物のスライドを使っ

てご説明をさせていただく。 

 多摩市地域防災計画の改定については、前回６月の総

務常任委員会で経過等の報告をさせていただいたところ

であるが、このたび改定が完了したので報告させていた

だくものである。本日は、６月の総務常任委員会で報告

した以降の動きと、今回の改定で市民の皆様に影響する

部分を中心にご説明・ご報告させていただければと思う

のでよろしくお願いする。 

 それでは、資料の１ページ目の左側上段部分をご覧願

う。多摩市地域防災計画（令和７年８月修正）は、災害

対策基本法の規定に基づき策定し、市民の生命、身体及

び財産を災害から保護することを目的に策定している。

改定概要は、この資料の２ページ・３ページに記載させ

ていただいているので、後ほど主な部分についてご説明

させていただく。改定した計画の閲覧場所であるが、電

子データについては多摩市公式ホームページ、紙の印刷

物については防災安全課、行政資料室、図書館等で10月

頃から閲覧できるよう準備を進めているところである。

頒布については、市役所売店ひまわりで行う予定である。 

 １ページの右側の上段をご覧願う。こちらに記載があ

るとおり①から⑧までの８本の柱を改定方針に掲げ、改

定作業を進めてきた。この右側の下段の改定スケジュー

ルのところに記載があるとおり、６月の総務常任委員会

以降の動きとしては、外部の意見聴取ということで、全

自主防災組織に対して説明資料の送付、またパブリック

コメントの実施、東京都との協議を経た後に、先月８月

26日の多摩市防災会議にて計画改定を決定したところで

ある。 

 続いて、資料の２ページをご覧いただければと思う。

主な改定内容として、①から⑧までの８本の改定方針に

沿って改定内容について３ページにかけて記載させてい

ただいているが、まず改定方針の柱①新たな被害想定を

踏まえた在宅避難体制の整備のところでは、避難所は避

難者の生活の場であると同時に、物資や情報が集まる

「地域避難生活運営センター」としての機能が求められ

ていることから、今後の避難所運営では、在宅・縁故避

難者を含む全避難者に公平な支援を提供することが重要

であるとし、避難所の地域避難生活支援センターとして

の役割を明記させていただいた。計画本編のページ数で

は、250ページから259ページの第９章、避難者対策に記

載させていただいているところである。 

 その下、改定方針の柱の②新たな被害想定を踏まえた

備蓄数量、備蓄倉庫等の再整理のところでは、備蓄数量

の算定に当たっては、現行の計画では平成24年に発表さ

れた被害想定をもとに備蓄量等を採用していたが、令和

４年５月に東京都から発表された多摩東部直下地震の避

難者数が最大規模となる避難想定を採用することとし、

具体的な備品備蓄数量については、想定避難者数１万

6,819人の３日分と、それに加えて、想定避難者数の20％

を在宅避難者用として備蓄することとしている。計画本

編のページ数では、310ページの第12章、備蓄調達対策の

ところに記載させていただいている。また、備蓄倉庫等

については、施設の廃止・建て替え等により減少傾向に

あることから、新築や増改築を検討することとしている。

計画本編のページ数では、316ページから318ページの第

12章、備蓄調達対策に記載させていただいている。 

 資料の２ページ右側、⑤のところをご覧願う。多様な

視点を踏まえたスフィア基準に基づく防災対策のさらな

る推進のところでは、スフィア基準に対応した避難所運

営をする場合は、おおむね居室3.5平米当たり１人とする

とし、避難者50人当たり１基を基準として、マンホール

トイレ等の上下水道の被害に対応したトイレの整備を行

うこととしている。また、災害関連死の抑制の取り組み

として、健康で衛生的な避難所での生活を送るために、

簡易ベッド、パーティション、入浴・温水シャワー用設

備、清掃・衛生用品を備蓄することとしている。計画本

編のページ数では、247ページから248ページの第９章、

避難者対策に記載させていただいている。 

 この資料の３ページ目をご覧いただければと思う。左

側の一番下のところ、改定方針の柱の⑧能登半島地震を

踏まえた要配慮者対策のあり方の検討のところでは、要

配慮者の避難の流れを整理させていただいた。具体的に

は、発災直後に開設する福祉避難所として新たに総合体

育館と武道館を指定するなど、避難の流れを整理した。

これは能登半島地震における要配慮者の1.5次避難所にお

ける集中的受け入れを参考に、避難所や自宅等で生活す

ることが困難な要配慮者を資機材や人員を集中配備した

福祉避難所で早期に受け入れることにより、災害関連死

の低減を目指すものとしている。また、これまで14か所
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のコミュニティセンター、老人福祉館を福祉的避難所と

して発災後速やかに開設する施設として指定していたが、

２次避難所としての位置づけに変更し、学校などの１次

避難所が閉鎖・縮小の際の受け皿とする見直しを行う。

本編のページ数では、282ページから295ページ、第10章、

要配慮者対策に記載させていただいた。 

 この３ページ物資料の右側が、避難の流れの図となっ

ている。基本的には在宅避難、縁故避難を基本とするが、

自宅での避難が難しい方については１次避難所に避難し

ていただき、要配慮の方については１次避難所の福祉ス

ペースにまずは行っていただく。図の右側の流れになる

が、１次避難所での福祉スペースで避難生活が困難な方

については、総合体育館・武道館の福祉避難所に移送す

る。そこでも生活が厳しいという方については、病院等

の施設に移送するという形になっている。 

 一方、図の左側のところでは、１次避難所が閉鎖する

タイミングに合わせて２次避難所として新たに老人福祉

館等を開設するようなスキームになっている。 

 以上、簡単であるが、多摩市地域防災計画の改定につ

いての説明と報告とさせていただく。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いぢち委員。 

○いぢち委員 今回の改定内容の②で防災倉庫の増築に

触れられている。この中ではスフィア基準に対応した避

難所の環境整備も言われているので、まず新しく増設す

るスペースにどういうものを置くのか、スフィア基準を

持ち出すと結構大変で、それこそパーティションのみな

らず簡易ベッド等想像は膨らむが、多摩市のいろいろな

意味でのサイズ的に、この防災倉庫の増設とそこに収納

する物はセットで考えないと進まないかと思うが、ここ

のところのお考えを伺う。 

○柚木防災安全課長 現状備蓄品については、市内６か

所の防災倉庫、あと避難所に併設している地区防災倉庫、

また跡地施設に備蓄品を置かせていただいている状況で

ある。今回の地域防災計画の中では、暫定的な置場にな

っているから、そういった現状の課題を検討していくと

いうような記載をさせていただいている。ご指摘のとお

りスフィア基準に対応していくと、ベッド等かさばるも

のがあるので、それらも含めて今後検討していくという

内容の記載となっている。 

○いぢち委員 これを実際にやっていくには増設という

ことであるが、もちろん防災安全課だけで考えられるこ

とではないが、例えば各地域にある集会所・自治会館と

いったところのスペースを借りる、なるべく地域に密着

していて人が行きやすい場所で等いろいろな考え方をし

てもらわないと、この増築というのは多分いろいろな意

味で難しいと思う。即答は難しいと思うが、幅広な考え

方をしていただきたいと思っている。もしご意見があれ

ばお願いする。 

○柚木防災安全課長 今言われたように公助だけでは限

界があるという中で、自助や共助、公助もそうであるが、

備蓄品の対応もそうであるが、バランスの取れた形でや

っていかないと、災害減災対応は厳しいかと思っている。

今ご提案いただいた部分も含めて今後検討させていただ

ければと思っている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。池田委員。 

○池田委員 今回の改定はいろいろな意味で意外と市民

の方たちに関わる大きな改定ではないかと思ったときに、

もう少しわかやすい、要点をバッと示した概要版のよう

なものをつくられる予定があるのかどうかと、それをど

こまで皆さんに啓発して周知できるのかを考えているの

か。 

○柚木防災安全課長 今回の改定は、８月26日に本編を

ようやく改定したところであるが、言われるように市民

の方に影響する部分が非常に大きいと認識している。し

たがって、機会を捉まえてこう変わったという説明をし

ていかないといけないと思っている。具体的な手法等は

まだ検討段階であるが、いずれにしても市民の方にわか

りやすいようなものをご用意しながら周知・説明を図っ

ていきたいと思っている。 

○池田委員 市公式ホームページあるいはたま広報に一

回ポンと載せるだけではなく、手元に置いておけるよう

なもの、こういうときはどうすればよいのかがわかりや

すく書かれた概要版、いつでも見られるような本当に要

点が書かれたものがあるとよいかと思うので、ぜひ検討

していただければと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。いいじま委員。 

○いいじま委員 １点だけお聞きしたいが、発災直後に

総合体育館・武道館に福祉避難所を開設するということ

であるが、今の池田委員ではないが、具体的にどのよう

になるのかというイメージが欲しい。そこに資機材や人

員を集中配備するということであるが、具体的にどのよ

うにして早期開設していくのか、簡単にでもよいので教

えていただけるか。 

○柚木防災安全課長 今までは福祉的避難所ということ

で14か所、コミュニティセンター・老人福祉館を発災後
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速やかに開けるということで計画を組んでいた。令和４

年から職員向けの訓練であるが、総合防災訓練の中で福

祉的避難所の開設訓練なども令和４年・５年・６年とや

ってきたが、14か所を同時に開けるのは、職員のマンパ

ワー的にも、また要配慮者用の資機材を備蓄する関係で

もなかなか厳しいというところがある。先ほども説明が

あったが、今回能登半島地震のときに１次避難所と２次

避難所の間に1.5次避難所を設置して要配慮者を集中的に

集めた事例がうまく機能したこともあり、多摩市でもそ

れを取り入れさせていただき、今まで14か所に散らばっ

ていた人員を武道館・総合体育館に人の部分を集中させ

ていく、資機材についてもそちらの２か所に寄せていく

ような形に計画の見直しをさせていただいた。 

○いいじま委員 ぜひ進めていただきたいと思う。資機

材なども、あらかじめ少しは総合体育館・武道館に整備

していくようなイメージなのか。 

○柚木防災安全課長 こちらの施設管理者とも調整・協

議しながら対応させていただきたいと考えている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項10番、多摩市一般職の職員の旅費に

関する条例等の改正予定についてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○森合人事課長 それでは、協議会資料10に沿ってご説

明・ご報告させていただければと思う。多摩市一般職の

職員の旅費に関する条例等の改正予定についてである。 

 まず概要になる。このたび、国家公務員等の旅費に関

する法律の改正に伴い、今年の４月に東京都の職員の旅

費に関する条例が改正されている。それを受け、本市と

しても東京都準拠というところもあるので、ただ予算取

りも含めてというところの中では、来年令和８年４月１

日予定でということで条例改正をして準備を進めていき

たいと思っている。 

 主に改正する条例についてということで第２のところ

になる。全部で５つの条例がある。１つ目は、多摩市一

般職の職員の旅費に関する条例、２つ目は、常勤特別職

の職員の給与及び旅費等に関する条例、３つ目、議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、４つ目、

非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、

最後、証人等の実費弁償に関する条例、この５つの条例

を改正する予定である。 

 主な改正内容ということで、第３のところ、今ご説明

させていただいた５つの条例のうちの１つ目から３つ目

の条例についての主な改正内容についてまず説明をさせ

ていただければと思う。 

 改正内容としては、まず旅費の支給対象の見直しを考

えている。(1)のところである。これまでは職員が職場か

ら出張することを前提として、自宅から出発する場合に

は、自宅から出発する場合の旅費と職場から出発する場

合の旅費を比較して、職場から出発する場合の旅費が支

給条件となっていた。しかしながら、東京都は既に自宅

発による出張を認めているところで、直行直帰が認めら

れているというところもあるので、実態を含めて東京都

に準拠するということの中で、多摩市の出張の定義を改

め、自宅等から出発する場合の旅費を基本的には支給す

ることが可能とするような改正をさせていただく。 

 ２つ目、これまでは旅行する職員本人に旅費を直接支

給することとしていたが、市と旅行に関わる旅費に相当

する金額を支払う契約を締結している旅行役務提供者に

支払うべき金額がある場合には、旅行相当金額を旅行役

務提供者に直接支払うことが可能とする改正を行いたい

と思っている。具体的にどういうことが想定されるのか

というところの中では、少し例示として挙げさせていた

だいているが、旅行会社、交通事業者、宿泊施設、それ

からクレジットカードで精算した場合の、これ法人カー

ドという形になるが、そういったところに直接支払うこ

とが可能とするような改正をしていきたいと思っている。 

 続いて、２ページ、旅費の種類と内容の見直しもここ

で行っていきたいと思っている。 

 旅費の種類については、３ページ目に表１というとこ

ろでまとめさせていただいている。左側が現行、実際に

どのように変わっていくのかということで改正後という

形でつくらせていただいている。主な改正内容というと

ころで、ア、交通費になっているが、正しくは鉄道賃で

ある。鉄道賃について新幹線を含む特別急行列車と普通

急行列車、準急行列車の利用について、距離による使用

制限を廃止し、公務上の必要に応じて公務の内容や旅行

に関わる総額、移動にかかる時間帯を含めて支給可能と

するということで、これまでは、50キロ、100キロという

ところで使用制限を設けていたが、効率的にというとこ

ろを含めてその距離制限を撤廃することを考えている。

その他の交通費については、現行例規上の車賃について

である。改定後はその他の交通費という名前に変更させ

ていただき、バスの運賃やタクシー料金のほかにレンタ
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カーの賃料についても必要に応じて支給可能とするよう

に改めていきたいと思っている。 

 ウ、宿泊費等についてということで、宿泊料、それか

ら日当、食事料、宿泊に要する費用に充てるための宿泊

費と、それから宿泊を伴う旅行に必要な夕食代とか朝食

代を含む、諸雑費に充てるための宿泊手当に改正してい

きたいと思っている。宿泊費においては、一般職の場合

現行は１泊につき１万4,000円を定額支給している。常勤

特別職と議員の場合については１泊１万5,000円定額とい

う形で支給しているが、改正後は表２のとおり、内・外

国共に都が準拠している国の基準額を上限とする実費支

給に変えていきたいと思っている。なお、宿泊に関わる

特別な事情がある場合については、上限額によらず当該

宿泊に要する額の支給を可能とするというところも設け

させていただければと思っている。宿泊手当についても、

宿泊費同様別添のとおり内・外国ともに都が準用してい

る国の既定額と同額を支給していきたいと思っている。

なお、現行の日当については、１日につき支給されると

いうことになっているが、改正後の宿泊手当については、

１夜につき支給するということに変えていきたいと思っ

ている。ただし、朝食または夕食に関わる費用に相当す

るものが宿泊費に含まれる場合については、その分を差

っ引いて減額して、宿泊手当として支給していきたい。

今までは、１日2,400円という形で１泊２日すると4,800

円という形になっていたが、今後は一夜についてという

ことになるので、１泊２日で2,400円の支給になる。 

 なお、移動と宿泊がセットになったいわゆるパック旅

行については、包括宿泊費の規定を新設し、交通費の額

及び宿泊費の基準額の合計額の範囲内の実費額を支給す

るというところに変えていきたいと思っている。そのほ

かは文言整理をさせていただければと思っている。 

 続いて、第４、残りの２つの条例の改正内容となる。

旅費に関する規定について、多摩市一般職の職員の旅費

に関する条例に準拠する形で改正を行いたいと思ってい

る。それから、５つ目の条例、証人等の実費弁償に関す

る条例については、今までは日当の額が現在１日6,000円、

半日で5,000円というふうな規定のところから、東京都に

準拠して１日１万円という形に改正をしていきたいと思

っている。 

 これらの改正については、最後の第５のところ、令和

８年４月１日を予定させていただいている。なお条例改

正については、第４回の12月議会で上程をさせていただ

ければと思っている。説明は以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 それでは、協議会事項の11番、法改正に伴う戸籍への

振り仮名記載についてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○磯貝市民経済部長 11番から15番が市民経済部の案件

となっている。順番に担当の課長よりご説明をさせてい

ただく。 

○松下市民課長 それでは、協議会案件11をご覧いただ

きたいと思う。こちらは法改正に伴う戸籍への振り仮名

記載についてということで昨年から常任委員会にご報告

させていただいているが、その進捗状況である。 

 まず５月26日時点の本籍に対して仮の振り仮名通知を

送るということであるが、７月７日でこちらのデータが

確定している。確定したデータが、本籍人が10万3,278人、

４万2,880戸籍、通知対象者数が10万1,804人、通知件数

が５万2,017件、７月29日に郵便局に持込みをさせていた

だいて順次発送、早い方だと８月１日にお手元に届いた

という状況である。８月27日時点の届け出の状況である

が、合計611件、窓口、郵送も含むというところで44件、

マイナポータルによる届け出が567件。問い合わせ状況に

ついては、８月１日から８月26日時点で、電話で116件、

それから１階ロビーに若干小さいが振り仮名専用の窓口

を設けさせていただいており、そちらの窓口で57件程度

問い合わせの対応をしている。こちらは引き続き来年の

８月25日まで届け出を受けていくような状況である。説

明は以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項の12番、おくやみコーナー開設に向

けた検討状況についてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○松下市民課長 それでは、協議会12番をご覧いただき

たいと思う。おくやみコーナーの設置に向けた検討状況

ということで、９月補正でこちらの予算計上をさせてい

ただいてご承認をいただいたところである。 

 まずこのおくやみコーナー設置の目的であるが、死亡

に関する手続をできる限りワンストップで行い、ご遺族

の負担を軽減する。併せておくやみコーナーに業務を集
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約することによって各課事務の効率を図っていくという

ところが主な目的となっている。 

 開設時期であるが、今後スペース等の整備、会計年度

任用職員の採用を進めさせていただき、令和８年４月に

開設したいと考えている。 

 こちらのサービスレベルであるが、基本的に事前予約

をお電話で取っていただくという流れになるが、事前予

約をいただいた方はレベル４－２で、こちらは国が定め

るガイドラインのサービスレベルで、亡くなった方や遺

族の状況から該当する見込みの手続を具体的に抽出し、

申請書作成の補助をした上で申請書を受け付け、証を回

収する。事前の予約なしでご来庁された方についてはレ

ベル２程度の対応で、亡くなった方や遺族の状況から該

当する見込みの手続を具体的に抽出し、遺族を担当課に

案内するような形になっている。 

 ４の運営体制であるが、直営という形で常勤職員１名、

会計年度任用職員２名、計３名一日運営に当たっていき

たいと考えている。こちら検討段階で直営にするのか委

託にするのかという議論もあったが、主なメリット・デ

メリットとしては、直営だとシステム利用に支障がなく

他課連携が容易にできる、逆にデメリットとしては人材

確保が困難、委託のメリットとしては常時安定的な人員

配置が可能、デメリットとしてはシステム利用に制限が

あり他課連携の部分で難がある。最終的に直営で運営し

ていくという形をとらせていただく。 

 受付体制であるが、窓口数については、事前予約用、

事前予約なしでこられた方用の２ブースを用意しておく。

予約の受付であるが、予約から来庁まで現在最短で４日

程度でご来庁いただけるようにする。ただ、来庁してい

ただくことよりも、何度も市役所に足を運ばせるという

ことではなく、ご遺族の状況等に応じてそこら辺はうま

く対応していきたいと考えている。予約枠であるが、１

日４枠で、９時から10時、10時半から11時半、13時半か

ら14時半、15時から16時としている。 

 ２ページ目をご覧いただきたいと思う。おくやみコー

ナーの手続の流れであるが、２枚目の部分は事前予約を

いただいた方の流れになっている。まずお電話でおくや

みコーナーにご予約をいただくと、おくやみコーナーか

ら関係課に情報共有シートの作成を依頼する。担当課か

ら情報共有シートの回答があると、おくやみコーナーが

内容を集約してご遺族にどういった手続がある、どうい

った持ち物が必要になるというようなご連絡をさせてい

ただき、後日来庁していただく。来庁していただくと、

おくやみコーナーでできる手続をご案内させていただき、

おくやみコーナーではどうしても取り扱えない手続につ

いては各課の窓口へ案内させていただくという流れにな

っている。 

 ３枚目のシートをご覧いただきたいと思う。事前予約

なしでご来庁された方である。今紙ベースのおくやみハ

ンドブックお配りしているが、おくやみハンドブックを

ベースにご遺族から状況を聞き取り、該当する見込みの

手続を具体的に抽出してそちらの手続のヒアリングシー

トを作成する。どういう手続が何課で必要になるかを記

載したもので、このヒアリングシートをもとに該当課で

手続を行っていただくような流れを想定している。 

 おくやみコーナーについては以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いぢち委員。 

○いぢち委員 これは補正予算のときに随分本間議員が

聞いてくれていたので大体の構図はつかめたのであるが、

人が亡くなったときにおくやみコーナーで受け付けてい

ただけることと、疑問は受けるが受け付けてもらえない

ことがあるのではないか。例えば税金のことはどうなの

か等いろいろ出てくると思う。例えばワンストップの今

回の流れでは賄い切れないようなものが出てきたときに、

情報をこちらへ出してほしいというようなことが起こる

と思う。これからであるので積み重ねだと思う。税金の

ことを聞かれることが多いような場合に、せめてまとめ

て案内して、こういったことでお困りの場合は何課へと

いうようになるべくきめ細かい対応を今後考えていって

ほしいが、そういった対応をしていただけるのか。 

○松下市民課長 おくやみコーナーは基本的にできる限

りワンストップで手続を終わらせることが目標になるが、

今、委員が言われたように税の情報や、手当等を受給さ

れている方がお亡くなりになられた場合、その後のご家

庭の状況を担当課でよく聞き取りしてどういったものが

該当になるかを判断しなければならない業務がある。今

回おくやみコーナーで取り扱う業務を決めた際、各課か

らヒアリングをし、おくやみコーナーでできる限り集約

するという方向性で仕様の検討をしたが、できる限り集

約するところは集約する、今のように税や手当のように

後々の状況を見て具体的な判断をしなければならないと

きには担当課へご案内する。そちらの担当課をご案内す

る際にも、おくやみコーナーで各課からの回答をもらっ

ているので、そこの漏れがないようにご遺族には十分お

伝えするような形で今考えている。 
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○いぢち委員 今のお話を聞いて少しほっとした。本当

に本人たちも思いがけないようなことがどんどん出てく

ると思うので、今言っていただいたような形で逆におく

やみコーナーでサジェスチョンしていただくと大変助か

ると思うので、よろしくお願いする。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。池田委員。 

○池田委員 この絵の流れの中の矢印があり、事前予約

の最後、取り扱えない手続は各課へ案内する、あと予約

なしの場合も、ヒアリングシートに落とし込み、各課を

案内するとあるが、この案内するというのはどういうこ

とか。要するにあそこの課へ言ってほしい、こちらです

と言って最後まで付き添ってくれるのか。やはり高齢者

の方が多いと思うので、そこが非常に気になる。 

○松下市民課長 各課へ回っていただく際には、その課

でどういう手続をするという一覧を作成させていただい

てご遺族の方にお渡しする。そこで漏れのないようにす

るが、ご高齢でどこなのかと聞かれた場合、極力そこは

職員が付き添うような形にする。今予約枠のところを９

時－10時の次は10時半とずらしているが、こちらは相談

以外に各課へ案内するであろうことも踏まえて、予約枠

の時間帯の設定をさせていただいている。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項の13番、多摩市食プロジェクト「多

摩市アイスランド風まちバル」について（報告）を取り

上げる。 

 市側の説明を求める。 

○加藤商業・観光担当課長 資料の13番をお開き願う。

６月15日から19日に開催した多摩市アイスランド風まち

バルについてのご報告になる。 

 多摩市観光まちづくり交流協議会は経済観光課が事務

局を務めているが、そちらで取り組んでいる多摩市食プ

ロジェクトの一環でアイスランド風メニューを楽しめる

まちバルということで開催させていただいたものである。

こちらの事業は、東京観光財団の「地域資源発掘型プロ

グラム事業」に採択され、同財団の事業として実施され

たものである。 

 チケットについては、291セット（873食分）販売し、

実際に使われたのが851食分であった。こちらの売れた枚

数については、近隣自治体で７回実施しているまちバル

事業と同程度売れたところであった。 

 次のページにお移りいただいて、参加していただいた

方のアンケートから属性などを拾ったところである。年

代とすると30代～50代が中心だった。来られた方は、多

摩市在住の方と市外に在住されていて市内在勤で来られ

ている方を合わせて70％程度であった。こちらに来られ

るに当たって参考にしたものとしては、たま広報であっ

たり、商業施設でもチラシ・ポスターを掲示・配布して

いただいたりしたので、そちらで情報を取っておられた

方が多かったかと考えている。参加していただいた方の

理由としては、アイスランド風メニューに興味があった

という方が76.0％と８割方を占めている。今まで令和５

年度からアイスランド風メニューということで取り組ん

できていることを一応お聞きになったのかと考えている。 

 あと18事業者さんにご参加いただいたところであった

が、そちらの反応としては、初来店のお客様にたくさん

来ていただいた、新規のお客がかなりふえたのがすごく

よかった、お店を知ってもらういい機会になったという

声が多かったと考えている。 

 アンケートを店舗からも取り、メリットとしては、今

申し上げた新規顧客の獲得ができた、情報発信ができた

ことをすごくメリットと感じていただいたところである。

アイスランド風メニューを今後展開できる可能性がある

かということでは、15店舗中11店舗は通常提供できる可

能性があるというご回答をいただいているし、来年以降

も同様のイベントがあればぜひ参加したい、参加を検討

したいということで、全店舗さんが前向きなご検討いた

だいているということであった。１回目というところで

はあるが、かなり反響もよく、満足していただいたもの

になったかと考えている。ご報告は以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いいじま委員。 

○いいじま委員 一般質問で石山議員が聞いていたが、

前回６月のこの協議会の場では、チケットの目標が１日

1,000セット、５日間で5,000セットというお話をいただ

いた。それで、当日まちバルに当たって5,000セットのチ

ケットを実際に用意されていたのかと、実際には291セッ

トしか売れなかったということで、どうしてそれほどの

差が生まれたのか説明をいただきたいと思う。 

○加藤商業・観光担当課長 こちらについては、１日

1,000セットというところであった。チケット自体は１日

当たり1,000セットであるから5,000セット準備したとこ

ろではあった。そちらを5,000セットと出したのは、参加

いただく店舗さんの席数が２回転するだろうということ
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で、来られる方は皆アイスランドで来られるということ

での理論値で最初出させていただいたところであった。

結果とすると今申し上げたとおりの販売食数となったわ

けであるが、最初の準備の部分のところが少し過剰だっ

たかと、終わったところで改めて私どもも実感している

部分である。ただ、先ほどもお伝えさせていただいたが、

ほかのところと比べても遜色ないところであるので、こ

れがベースになるのかと改めて確認させていただいたと

ころである。 

○いいじま委員 今回読みが少し外れてしまったのかと

思うが、実際5,000セット用意しようといった準備を決め

ていたのは、どこで、誰が決めておられたのか。 

○加藤商業・観光担当課長 まちバルについては、連携

協議会を設けているところである。ただ、こちらの事業

は、冒頭でもお伝えさせていただいたとおり東京観光財

団が事業者を選定し、事業者に委託している事業である

ので、最後はそちらで決定したところである。 

○いいじま委員 そちらの連携協議会ということなのか。 

○加藤商業・観光担当課長 受託事業者になる。 

○いいじま委員 受託事業者というのはどこなのか。 

○加藤商業・観光担当課長 こちらについては、東京観

光財団が示した事業者である。 

○いいじま委員 その事業者さんがこのまちバルをやっ

ていて、今回補助金申請したのは、多摩市観光まちづく

り交流協議会と一緒に共同でやっておられた方に補助金

を出して、その人たちが事業をやっていたということで

はないのか。受託事業者の主体はほかにあるのか。 

○加藤商業・観光担当課長 こちらについては補助事業

ではない。東京観光財団の地域資源発掘型プログラム事

業というものがあり、そちらに共同提案ということで、

多摩市でアイスランドということで取り組んでいて、そ

ちらを広げていくに当たりこういった事業をすることが

できないかということで、後のまちバル連携協議会にな

る事業者さん、６事業者か入っているところで提案をさ

せていただいた。提案したところ、東京観光財団が内容

を含めて、では、これでいこうということで採択をした

ということで、今年度については東京観光財団が事業の

実施主体である。東京観光財団が事業の実施主体として

委託の受注業者を選定し、実施してもらった。そこに、

まちバル連携協議会については多摩市の中でやる事業で

もあるし、提案をしているところでもあるので、多摩市

の特性についての意見も含めてお話もしながら参加し、

事業が実施されたところである。 

○いいじま委員 事業の主体は東京観光財団からの受託

事業者で、では、多摩市観光まちづくり交流協議会は、

その中でどういう存在なのか。 

○加藤商業・観光担当課長 こちらについては、事業の

実施主体は東京観光財団の事業になる。そこのところを

委託して、事業は先ほど申し上げた受託者がやっている

ところである。ここのスキームの中に連携協議会を立ち

上げ、そことの連絡調整・確認をしながらやっていくと

いったところが事業の一つの肝になっていた。翌年度以

降も実施していくといったところでは、最初の年度につ

いては委託事業ということで東京観光財団の事業でやる

が、そちらの結果も見て良かったかどうか、引き続き支

援をしていくかどうかは東京観光財団で確認するわけで

あるが、基本的に翌年度以降もやっていってもらいたい

ところもあるので、連携協議会をつくり、翌年度も見据

えながらその中でお話をしていくところである。そこの

受託事業者との窓口になっていく部分を多摩市観光まち

づくり交流協議会でやっていったところになる。 

○いいじま委員 多摩市観光まちづくり交流協議会は、

東京観光財団に何かお願いしたという形からスタートし

ているのか。 

○加藤商業・観光担当課長 多摩市観光まちづくり交流

協議会が主たる提案者となっていて、そのほか商工会議

所さんを含めて６団体で共同提案者ということで提案し、

それが採択されている、では、何をというところである

が、アイスランド風まちバルを実施すること、あと多摩

センターと聖蹟桜ヶ丘で実施してほしい、そこで実施す

る際には回遊の部分、多摩センターと聖蹟桜ヶ丘を回遊

するような仕掛けを入れてほしい、あとはサンリオピュ

ーロランドに来られる外国人の方もおられるので、そう

いったところも意識しながら事業を組み立てていただき

たいということで提案したところである。 

○いいじま委員 多摩市観光まちづくり交流協議会さん

と共同提案者の方が東京観光財団に提案し、実際に今回

のまちバルをやっていたのは受託事業者なのか。 

○加藤商業・観光担当課長 実際にこちらの事業のスキ

ームとすることをやっていたのは受託事業者である。た

だ、そこに提案もさせていただいているところでもある

ので、一緒に連携協議会の会議などもありながら報告も

受けたり、このように進めていくといったところでの相

談などもあったりした。そういったやり取りをしながら

事業の実施につなげていったところである。 

○いいじま委員 チラシの主催を見ると、アイスランド
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風まちバル連携協議会となっていたが、実際にやってい

たのは受託事業者で、主催は受託事業者と思ってよいと

いうことか。 

○加藤商業・観光担当課長 この事業の実施主体、お金

を受けて実際にやっていたのが受託事業者であるのは確

かである。 

○いいじま委員 これは２年目があるという話があった。

先ほど委託云々という話があったが、２年目はどういう

形で行われるのか。 

○加藤商業・観光担当課長 ２年目については、今回の

初年度の部分が良かったと東京観光財団でお認めいただ

けるのであれば、２年目以降については補助に変わって

いくことになる。東京観光財団の事業ではなくなること

になる。したがって、２年目以降も実施するということ

であれば、多摩市観光まちづくり交流協議会を中心とし

たまちバル連携協議会を事業実施主体として実施してい

くことになる。 

○いいじま委員 ２年目は、１年目の受託事業者はどう

なるのか。 

○加藤商業・観光担当課長 東京観光財団からの委託事

業ではなくなるので、２年度目以降もそちらにお願いす

るようなことが仮にあるのであれば、多摩市観光まちづ

くり交流協議会ないしまちバル連携協議会からお願いす

ることはあるかもしれないが、現時点では特段その辺り

は決まっていない。 

○いいじま委員 ２年目をやっていくとしたら、多摩市

観光まちづくり交流協議会や一緒の共同参画者の方々が

今度は主体となってやっていくということか。 

○加藤商業・観光担当課長 お見込みのとおりである。 

○いいじま委員 ほかの共同参画者の方には、どういう

方がおられるのか。 

○加藤商業・観光担当課長 まちバル連携協議会は６団

体である。多摩市観光まちづくり交流協議会以外として

は、商工会議所さん、聖蹟桜ヶ丘の桜ヶ丘商店会連合会

さん、多摩センター商店会さん、京王ＳＣクリエイショ

ンさん、多摩センター地区連絡協議会さんとなっている。 

○いいじま委員 ２年目を進めるに当たっては、当然多

摩市観光まちづくり交流協議会さんをはじめ商工会議所、

桜ヶ丘商店会連合会、多摩センター商店会、京王ＳＣク

リエイション、そして多摩センター地区連絡協議会、ほ

かの団体の同意もしっかり取って連携を２年目も進めて

いくかどうか決めるということでよろしいか。 

○加藤商業・観光担当課長 来年度どのような形でやっ

ていくのかは、これからまた検討していくことになろう

かと思っている。来年度も実施するかについては、皆さ

んの同意をいただきながら進めていく形になろうかと考

えている。 

○いいじま委員 当然であるが、皆さんでしっかりと話

して、皆さんの同意を取った上で進めていただきたいと

思う。というのは、１年目はその事業を東京観光財団に

提案して受託事業者の方が進めているというのは今日確

認させていただいたが、当然提案するに当たって今言っ

た６団体の同意をしっかり取って提案しているのか。そ

こだけ確認したいと思う。 

○加藤商業・観光担当課長 提案をするに当たり、当然

勝手に名前を出すわけにはいかないので、事前に各団体

さんにご説明をさせていただき、お伺いして同意をいた

だいて実施していると認識している。 

○いいじま委員 中におられる関係者の方から、後にな

ってこの事業をやることを知ったと、どういう経緯かわ

からないが話を伺ったりすることもあるので、その６団

体の方とは話をしっかりして、このようにするのだとい

うことを丁寧に話し合って進めていただきたいと思う。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項14番、映画「耳をすませば」公開30

周年記念上映会＆トークショーについて（報告）を取り

上げる。 

 市側の説明を求める。 

○加藤商業・観光担当課長 では、資料の14番をお開き

願う。８月10日に実施した「耳をすませば」の上映会の

実績報告である。 

 ２ページ目になるが、概要というところでは、８月10

日に２回実施したところである。関戸公民館８階のヴィ

ータホールで、各回定員80人で実施させていただいた。

映画の上映と併せて声優さんや音楽関係者さんを迎えた

トークショー、あと地元の聖ヶ丘中学校の生徒有志によ

る劇中シーンの再現劇といったことをやらせていただい

た。それと併せて、市民団体「せいせき観光まちづくり

会議」さんとの協働で「耳をすませば」の世界と「せい

せきの街」写真と劇中シーンの企画展示、あと実際に使

われた原画展、イバラードの世界、あと10月に実施する

せいせきガイドツアー、これからやるところも含めてと

なる。 
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 次のページにお移りいただいて、まず申し込みの状況

である。当選は364名となったが、実際申込みが8,322名

ということで、かなりの応募があったところであった。

今回聖蹟桜ヶ丘で実施できたところがやはりかなり大き

かったのかと思っている。「耳をすませば」は聖蹟桜ヶ

丘を大いに参考にして描いた映画と言っているところも

あるので、これだけの反応があったかというところであ

る。実際映画上映会のところで実施したプログラムにつ

いてもかなり好評であった。それと併せて実施した展示

の部分も高評価をいただいている。当日のアンケートの

ところでも、抜粋版で自由記述などを入れさせていただ

いているが、すごく作品を愛している方々が来てくださ

って、すごく楽しまれたと考えている。これだけ大きな

反響をいただく資源ということを改めて認識させていた

だいた次第である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 次に、協議会事項15番、「（仮称）多摩市観光まちづ

くり基本方針」の策定についてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○加藤商業・観光担当課長 資料15番をお開き願う。

（仮称）多摩市観光まちづくり基本方針の策定について

である。多摩市観光まちづくり交流協議会から、多摩市

の観光についての提言「多摩市観光まちづくりグランド

デザイン」を令和２年３月にいただいているところであ

る。そちらを受けて、市の観光に係る方針を策定してい

くということで進めてきた。コロナ禍も含めて状況がい

ろいろ変わってきたところもあったので、大分時間がか

かっておるところであるが、今年度末の策定を目指して

検討を進めておるところである。グランドデザインが目

指すといったものも意識をしながら、庁内でのイベント

の情報の集約をしたり、企業のアンケート、近隣市への

アンケートヒアリングなどもしてきているようなところ

である。 

 次のページにお移りいただいて、今後のスケジュール

というところである。11月までのところで、庁内の検討

組織で素案を検討をさせていただくところになってくる。 

 12月の総務常任委員会の場で素案をご報告させていた

だこうと考えている。その後パブリックコメントなども

経て、２月に原案を決定していきたいところである。３

月には原案についてこの場でまたご報告をさせていただ

くということで進めさせていただくことになっている。

今後またご報告をさせていただくので、どうぞよろしく

お願いする。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 それでは、協議会事項の16番、多摩市議会議員及び多

摩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

の改正についてを取り上げる。 

 市側の説明を求める。 

○髙階選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会事務局

からは案件１件である。資料番号が16番、多摩市議会議

員及び多摩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の改正についてである。 

 １の改正理由であるが、公職選挙法の施行令の一部を

改正する政令が令和７年６月４日に公布、施行されたこ

とを踏まえ、標記の本市の選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正するものである。 

 ２の主な改正内容であるが、最近における物価の変動

等に鑑み、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選

挙運動用ビラの作成等の作成の公営に要する経費に係る

限度額を引き上げる公職選挙法施行令の改正が行われた。 

 これに準じ、東京都議会議員及び東京都知事の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例が改正されたと

ころである。これらの改正に合わせて、本市の条例で規

定する選挙運動のビラ作成及びポスターの作成に係る公

営に要する経費の限度額について、表のとおり改正する

ものである。対象となる経費は２つあり、１つ目がビラ

の作成、１枚当たりの単価を7.73円から8.38円に、２つ

目がポスター作成で、１枚当たりの単価を541.31円から

586.88円に引き上げるものである。 

 最後に３、施行予定であるが、令和７年12月多摩市議

会定例会に上程後、速やかに施行をする予定である。説

明は以上である。 

○小林委員長 市側の説明は終わった。質疑はあるか。

いぢち委員。 

○いぢち委員 １点だけ。今回の改正の金額であるが、

この法律そのものは結構古いわけで、改正がされている。

それで、この上昇の幅というのは、物価高騰の上げ幅を

どのように反映させているのか、この金額決定の根拠が

もしおわかりであれば伺いたい。 

○髙階選挙管理委員会事務局長 総務大臣通知の中では
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具体的な算出例は示されていないところではあるが、実

際その改正の上げ幅としては、8.4％の上げ幅になってい

るところである。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。藤條委員。 

○藤條委員 今回ビラもポスターも上がるということで

あるが、総務大臣からの通達ということで全国一律なの

かと思っており、たしか真鶴町かどこかがビラは上げた

がポスターは下げたようなことをちらっとニュースか何

かで見た気がするが、そういった自治体独自で単価を設

定することができる部分なのかどうかをお伺いしたい。

あと物価変動というところで言うのであれば、例えば選

挙でお昼代1,000円というのがあったかと記憶しているが、

物価変動みたいなことを言うのであれば、今お昼代1,000

円で食べられるところはファミレスでもなかなか難しい

ところがあると思うので、そういうルールがまだ残って

いるのだったら、そういった部分も併せて変えたほうが

よいのではないかと思ったが、そこについて伺う。 

○髙階選挙管理委員会事務局長 まずは対象についてで

あるが、今回条例に関連するところでビラの作成とポス

ター作成の部分について12月に改正の提案をさせていた

だくところではあるが、このほかにも選挙長の人件費の

報酬単価などの改正もされているが、ただ、本市の条例

よりも低い金額での改正になっているので、条例につい

ては改正を行わない予定で考えている。あとビラの単価

の自治体の自由度というところであるが、真鶴町の例と

いうのは把握できていない。ただ、公職選挙法の条文の

中で、地方公共団体の選挙では、政令に定める範囲で、

条例に定めるところによりビラの作成、ポスター作成を

無料にすることができると定められているので、本市の

この条例についても公職選挙法施行令または都条例に準

じて改正を行わせていただくものである。 

 お昼代であるが、収支報告に掲載する際に１人１日何

円というような定めが決められているところであるが、

その金額について特に法改正というのは伺っていないと

ころである。 

○小林委員長 ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○小林委員長 質疑なしと認める。本件についてはこれ

で終わる。 

 以上で協議会を終了する。 

（協議会終了） 

   ―――――――――――――――――――― 

午後３時00分再開 

○小林委員長 休憩前に引き続き会議を開く。 

 委員会を再開する。 

 以上で本日の日程は全て終了した。 

 これをもって総務常任委員会を閉会する。 

午後３時01分閉会 



 

多摩市議会委員会条例第２８条第１項の 

規定によりここに署名する。 

 

 

 

  総務常任委員長   小林 憲一 
 

 

 


